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Ⅰ 県南地域の概況 

地域の特性 

（１）地勢 

県南地域は、福島県中通り地方の南部に位置し、栃木、茨城の両県に接し、白河市（平成

17 年 11 月 7 日、白河市、表郷村、東村、大信村が合併）、西白河郡及び東白川郡の１市４

町４村からなり、その面積は1,233.07㎢と県土の8.9％を占めています。 

東部に阿武隈山系、西部に奥羽山系、南部に八溝山系があり、地域のほぼ中央を北に流れ

る阿武隈川と、南東に流れる久慈川の各流域に沿って田園が広がり、清流と緑豊かな美しい

源流の郷であります。 

気候は、西白河地方は比較的冷涼で、降雨量が多いのに対し、東白川地方は温暖で積雪も

少ないのが特徴です。 

東北自動車道、国道４号、東北新幹線、東北本線という東日本の大動脈上に位置し、さら

に、あぶくま高原道路が東北自動車道の矢吹ＩＣと磐越自動車道の小野ＩＣを結び、高速交

通体系が充実しています。 

また、国道２８９号の甲子トンネルの開通で幹線交通網の整備が進みました。 

（２）人口 

人口は、令和５年４月１日現在134,771人と県全体1,773,723人の 7.5％を占めています。

年齢別では、年少人口比率が11.7％と県平均の11.1％より高く、また、老年人口比率は32.6

％と県平均の33.2％より低くなっています。 

人口の推移を令和５年４月１日現在と令和４年４月１日の比較でみると、県南地域の人口

の減少率0.9％は県全体の減少率1.2％より低くなっています。 

（３）産業 

産業は、白河市及び西白河郡では、電気、機械等の製造業を中心とした企業の立地や各種

サービス産業の拡大により、第２次産業や第３次産業の占める割合が高くなっています。一

方、東白川郡では、米、畜産、花卉、久慈スギなどの特産物を中心とした農業や林業及び関

連地場産業を基幹として発展してきましたが、今日では機械等の製造業が地域経済を牽引し

ています。 

県南地域は、みちのくの玄関口として首都圏に隣接しているという好立地条件から今後更

なる発展が期待される地域です。 
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老年人口
65歳以上

305.32 24,029 57,562 188.5 11.2 57.1 31.7
西郷村 192.06 8,332 20,862 108.6 13.5 60.0 26.5
泉崎村 35.43 2,115 6,023 170.0 12.0 53.5 34.5
中島村 18.92 1,546 4,718 249.4 12.3 55.3 32.4
矢吹町 60.40 6,269 17,042 282.2 12.0 55.3 32.7
計 306.80 18,262 48,645 158.6 12.7 57.1 30.2
棚倉町 159.93 4,736 12,755 79.8 11.7 54.4 34.0
矢祭町 118.27 1,852 5,070 42.9 10.7 46.9 42.4
塙町 211.41 2,966 7,920 37.5 9.9 49.1 41.0
鮫川村 131.34 988 2,819 21.5 9.4 47.8 42.7
計 620.95 10,542 28,564 46.0 10.8 50.9 38.3

1,233.07 52,833 134,771 109.3 11.7 55.8 32.6
13,784.14 746,991 1,773,723 128.7 11.1 55.8 33.2

老年人口
65歳以上

305.32 23,904 58,294 190.9 11.6 57.2 31.2
西郷村 192.06 8,174 20,748 108.0 13.7 59.9 26.3
泉崎村 35.43 2,090 6,096 172.1 12.4 54.0 33.6
中島村 18.92 1,528 4,743 250.7 12.5 55.9 31.6
矢吹町 60.40 6,190 17,068 282.6 12.3 55.3 32.4
計 306.80 17,982 48,655 158.6 12.9 57.2 29.9
棚倉町 159.93 4,708 12,945 80.9 11.8 54.5 33.8
矢祭町 118.27 1,848 5,187 43.9 10.8 47.8 41.4
塙町 211.41 2,953 8,093 38.3 10.3 49.5 40.2
鮫川村 131.34 984 2,901 22.1 9.8 47.9 42.3
計 620.95 10,493 29,126 46.9 11.0 51.2 37.8

1,233.07 52,379 136,075 110.4 11.9 55.9 32.2
13,784.14 744,244 1,796,497 130.3 11.3 56.0 32.8

老年人口
65歳以上

0.00 125 -732 △ 2.4 △0.3 △0.1 0.4
西郷村 0.00 158 114 0.6 △0.2 0.1 0.1
泉崎村 0.00 25 -73 △ 2.1 △0.3 △0.5 0.8
中島村 0.00 18 -25 △ 1.3 △0.2 △0.6 0.8
矢吹町 0.00 79 -26 △ 0.4 △0.3 0.0 0.3
計 0.00 280 -10 △ 0.0 △0.3 △0.1 0.3
棚倉町 0.00 28 -190 △ 1.2 △0.1 △0.1 0.2
矢祭町 0.00 4 -117 △ 1.0 △0.2 △0.9 1.0
塙町 0.00 13 -173 △ 0.8 △0.4 △0.4 0.8
鮫川村 0.00 4 -82 △ 0.6 △0.4 △0.1 0.4
計 0.00 49 -562 △ 0.9 △0.2 △0.3 0.5

0.00 454 -1,304 △ 1.1 △0.3 △0.1 0.4
0.00 2747 -22,774 △ 1.7 △0.2 △0.2 0.4福島県

東
白
川
郡

県南地域計

白河市

西
白
河
郡

年齢別人口構成比（％）
年少人口
0～14歳

生産年齢人
口

区分
面積

（K㎡）
世帯数
(世帯）

人口
（人）

増減の状況(R5－R4)

人口密度
(人/K㎡)

福島県

〔出典：全国都道府県市区町別村面積調、福島県の推計人口〕

西
白
河
郡

東
白
川
郡

県南地域計

人口
（人）

人口密度
（人/K㎡）

年齢別人口構成比（％）

白河市

年少人口
0～14歳

生産年齢人
口

管内市町村の概況（令和4年4月1日）

区分
面積

（K㎡）
世帯数
(世帯）

県南地域計
福島県

〔出典：全国都道府県市区町別村面積調、福島県の推計人口〕

白河市

西
白
河
郡

東
白
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郡

人口密度
（人/K㎡）

年齢別人口構成比（％）
年少人口
0～14歳

生産年齢人
口

管内市町村の概況（令和5年4月1日）

区分
面積

（K㎡）
世帯数
(世帯）

人口
（人）
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Ⅱ 県南保健福祉事務所の概況 
１ 沿革 

県では、保健と福祉の連携を強化し、より良い行政サービスを提供するため、平成１４
年４月１日に、従来の保健所と社会福祉事務所を統合し、県南保健福祉事務所として再編
しました。現在、県南保健福祉事務所は、３部６課７チームと東白川福祉相談コーナーで
組織されており、さらに、児童相談体制の充実・強化を図るため、県中児童相談所の白河
相談室が事務所内に設置されております。なお、保健福祉事務所は、地域保健法による保
健所を兼ねています。 

 
○県南社会福祉事務所 
昭和26年10月 東白川福祉事務所が東白川郡４町村を福祉地区として、また、西白河福祉事

務所が西白河郡7町村を福祉地区として設置されました。 
昭和44年 4月 行政機構改革に伴い従来の福祉地区が統合され、白河社会福祉事務所が設置

されるとともに、出張所として東白川福祉事務所が置かれました。 
昭和48年 4月 機構改革により、東白川福祉事務所の生活保護現業員が白河社会福祉事務所

に配置替えされ、東白川福祉事務所は福祉相談を主たる業務とする事務所と
なりました。 

平成 6年 4月 機構改革により、事務所の名称が白河社会福祉事務所から県南社会福祉事務
所に変更されました。また、東白川福祉事務所は廃止され、東白川福祉相談
コーナーとなりました。 

○県南保健所 
（旧白河保健所） 
昭和19年10月 白河市新蔵に元逓信省簡易保険相談所の施設の譲渡を受け、西白河郡一円を

所管区域として白河保健所が設置されました。 
昭和30年 8月 白河市字郭内127番地に新築移転しました。 
昭和53年 7月 庁舎改築着工に伴い、白河市中町郵便局舎に仮移転しました。 
昭和54年 7月 RC造3階建て庁舎が落成し、仮移転が解消されました。 
平成 9年 3月 地域保健法の施行に伴う保健所の再編統合により廃止されました。 

 
（旧棚倉保健所） 
昭和20年 1月 棚倉町大字棚倉字北町甲146番地に東白川郡及び石川郡一円を所轄地区とし

て棚倉保健所が設置されました。 
昭和23年 5月 石川保健所の設置に伴い、所管区域が東白川郡棚倉町外10町村となりました。 
昭和29年 3月 棚倉町北町甲149番地に新築移転しました。 
昭和58年 3月 棚倉町棚倉字城跡34番地1にRC造2階建て庁舎を新築、移転しました。 
平成 9年 3月 地域保健法の施行に伴う保健所の再編統合により廃止されました。 

 
（県南保健所） 
平成 9年 4月 地域保健法施行に伴う保健所の再編統合により、白河・棚倉両保健所が 統

合され、白河市字郭内127番地に新たに県南保健所が、棚倉町棚倉字城跡34
番地1に県南保健所棚倉支所が設置されました。 

平成20年 4月  機構改革により県南保健所棚倉支所が廃止されました。 
 
○県南保健福祉事務所 
平成14年 4月 社会福祉事務所と保健所の組織統合により、県南保健福祉事務所となりまし

た。 
平成15年 4月 旧県南保健所庁舎の改修完了に伴い、現在の同一庁舎内組織における執行体

制となりました。 
平成16年 4月 衛生検査体制の再編により、検査部門が衛生研究所県中支所に統合され、衛

生推進グループ検査チームが廃止となりました。 
平成18年 4月 家庭児童相談室は、中央児童相談所白河相談室に統合されました。 
平成19年 4月 中央児童相談所白河相談室は、県中児童相談所白河相談室となりました。 
平成20年 4月 県南保健所棚倉支所は、本所と統合されました。 
平成23年 6月 行政運営体制の再編により、総務課と地域支援課が統合し、総務企画課とな

りました。 
平成29年 4月 組織改正により、福島県動物愛護センターが田村郡三春町に設置されたこと

に伴い、当所で実施していた動物愛護管理業務が移管されました。 
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（令和５年４月１日現在）

総務企画部 総務企画課 経理、財産、福利厚生、庶務

企画調整、地域保健福祉、統
計、研修、法人指導・監査、
戦傷病者等援護、日本赤十
字、共同募金会、民生・児童
委員

健康福祉部 保健福祉課
高 齢 者 支 援
チ ー ム

介護保険、高齢者保健福祉、
高齢社会対策、施設監査

児童家庭支援
チ ー ム

児童福祉、母子保健、女性保
護、ひとり親家庭支援
子育て支援、施設監査

所 長
東 白 川 福 祉
相談コーナー
（棚倉合庁内）

嘱託相談員による母子父子福
祉相談（東白川郡）

県中児童相談
所白河相談室

児童家庭相談
児童虐待相談

副 所 長
障がい者支援
チ ー ム

身体障がい者福祉、知的障が
い者福祉、精神障がい者福
祉、施設監査

生活保護課
生活保護、生活困窮者自立支
援、施設監査

健康増進課
健康づくり、難病、栄養指導
歯科保健、原爆被害者医療

生活衛生部 医療薬事課
医 事 薬 事
チ ー ム

医事、薬事、献血、骨髄バン
ク、救急医療、医療監視

感 染 症 予 防
チ ー ム

結核、エイズ等感染症対策、
新型コロナウイルス感染症対策

衛生推進課
環 境 衛 生
チ ー ム

生活環境衛生
水道施設指導

食 品 衛 生

チ ー ム
食品衛生、営業施設の監視

２　組織機構図



　３  職員の配置状況 （令和５年４月１日）
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福祉事務所の兼務職員数を表示しています。
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Ⅲ　人口動態
　1　人口動態の推移
　　　（１） 出生
  令和3年の出生率（人口千対）は、5.9と前年より0.1ポイント上回っており、県平均と同じ
ですが、全国平均より0.7ポイント下回っています。
　平成25年以降の年次推移をみると減少傾向が続いており、平成25年では8.0でしたが、令和3
年は5.9と2.1ポイント減少しています。

　　　（２） 死亡
  令和3年の死亡率（人口千対）は、13.4と前年より0.9ポイント上回っています。県平均より
0.8ポイント下回り、全国平均より1.7ポイント上回っています。
  平成25年以降の年次推移をみると全体的に増加傾向にあり、県南地域では平成25年では11.1
でしたが、令和3年は13.4と2.3ポイント増加しています。

　　　　（３） 自然増減
　令和3年の自然増加率（人口千対）は、△7.5で前年より0.8ポイント減少し、県平均より0.8
ポイント上回り、全国平均より2.4ポイント下回っています。
　全体的に減少傾向にあり、県南地域では平成17年以降、福島県では平成15年以降、国では平
成19年以降減少傾向が続いています。

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R2 R3

県南 8 8 7.9 7.6 7.3 6.7 6.6 5.8 5.9

福島県 7.4 7.5 7.5 7.3 7.1 6.8 6.3 6.2 5.9

全国 8.2 8 8 7.8 7.6 7.4 7 6.8 6.6

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

出生率

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R2 R3

県南 11.1 11.9 11.8 12.6 12.6 12.7 13 12.5 13.4

福島県 12.2 12.2 12.7 12.8 13.2 13.4 13.7 13.5 14.2

全国 10.1 10.1 10.3 10.5 10.8 11 11.2 11.1 11.7

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

死亡率

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R2 R3

県南 -3.1 -3.9 -4 -5 -5.3 -6 -6.5 -6.7 -7.5

福島県 -4.6 -4.7 -5.3 -5.5 -6.2 -6.6 -7.3 -7.3 -8.3

全国 -1.9 -2.1 -2.3 -2.6 -3.2 -3.6 -4.2 -4.3 -5.1

-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0

自然増減率
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　　　（５） 新生児死亡

　　　（４） 乳児死亡
　令和3年の乳児死亡率（出生千対）は、4.9で前年より上回り、県平均より2.6ポイント、全
国平均より3.2ポイント上回っています。
　平成25年以降の年次推移をみると、県平均、全国平均を上回った年もあれば、下回った年も
あるなど上下の変動幅が大きくなっています。平成25年では1.7でしたが、令和3年は4.9と3.2
ポイント下回っています。

　令和3年の新生児死亡率（出生千対）は、1.2で前年より1.2ポイント上回り、県平均と同じ
ですが、全国平均より0.4ポイント上回っています。
　平成25年以降の年次推移をみると、県平均、全国平均を上回った年もあれば、下回った年も
あるなど上下の変動幅が大きくなっています。平成25年では0.0でしたが、令和3年は1.2と1.2
ポイント上回っています。

　　　（６） 死産
　令和3年の死産率（出産千対）は、12.1で前年より23.7ポイント下回り、県平均より8.8ポイ
ント、全国平均より7.6ポイントそれぞれ下回っています。
　平成25年以降の年次推移をみると、上下の変動幅が大きく推移しており、平成25年では20.9
でしたが、令和3年は12.1と8.8ポイント下回っています。

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R2 R3

県南 1.7 3.4 4.4 0.9 1.9 4.2 3.3 0 4.9

福島県 1.6 1.9 2.4 2 1.7 2.2 2.5 2.5 2.3

全国 2.1 2.1 1.9 2 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

乳児死亡率

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R2 R3

県南 0 1.7 2.6 0.9 1 2.1 1.1 0 1.2

福島県 0.6 0.7 1.1 0.9 0.7 0.8 0.9 1 1.2

全国 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

新生児死亡率

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

県南 20.9 17.7 23.3 11.9 23.8 19.8 15.2 35.8 12.1

福島県 25.8 23.1 24.7 21.8 21.9 20.8 23.1 22.7 20.9

全国 22.9 22.9 22 21 21.1 20.9 22 20.1 19.7

10
15
20
25
30
35
40

死産率
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　令和3年の婚姻率（人口千対）は、3.2で前年より0.4ポイント下回っており、県平均より0.3
ポイント、全国平均より0.9ポイント下回っています。
　平成25年以降の年次推移をみると、全体的に減少傾向にあり、平成25年では4.7でしたが、
令和3年は3.2と1.5ポイント下回っています。

　　　（９） 離婚
　令和3年の離婚率（人口千対）は、1.62で前年より0.2ポイント下回り、県平均より0.12ポイ
ント、全国平均より0.12ポイント上回っています。
　平成25年以降の年次推移をみると、全体的に横ばい傾向を示しております。平成25年では
1.83で、令和3年は1.62と0.21ポイント下回っています。

＜参考資料：平成25年～令和3年人口動態統計（確定数）の概況（福島県）＞

　　　（７） 周産期死亡
　令和3年の周産期死亡率（出産千対）は、0.0で前年より7.4ポイント下回り、県平均より4.1
ポイント、全国平均より3.4ポイントそれぞれ下回っています。
　平成25年以降の年次推移をみると、県平均、全国平均を上回った年もあれば、下回った年も
あるなど上下の幅が大きく推移しており、平成25年では8.5でしたが、令和3年は0.0と8.5ポイ
ント下回っています。

　　　（８） 婚姻

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

県南 8.5 2.6 7 2.8 4.8 9.5 2.2 7.4 0

福島県 5.3 3.4 5.1 4.6 3.9 3.9 3.1 3.9 4.1

全国 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.3 3.4 3.2 3.4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

周産期死亡率

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

県南 4.7 4.6 4.3 4.3 4.2 4.3 4.1 3.6 3.2

福島県 4.7 4.5 4.7 4.6 4.3 4.2 4.1 3.7 3.5

全国 5.3 5.1 5.1 5 4.9 4.7 4.8 4.3 4.1

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

婚姻率

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

県南 1.83 1.78 1.78 1.75 1.76 1.47 1.38 1.82 1.62

福島県 1.67 1.64 1.64 1.73 1.71 1.67 1.63 1.63 1.5

全国 1.84 1.77 1.81 1.73 1.7 1.68 1.69 1.57 1.5

1

1.5

2

離婚率
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26.2%

26.4%

23.7%

26.2%

24.2%

24.9%

18.2%

17.7%

18.3%

17.5%

18.0%

15.9%

10.8%

10.6%

9.5%

8.7%

9.2%

8.5%

6.3%

7.7%

7.9%

7.4%

6.5%

4.8%

0.048

0.047

0.041

0.032

0.035

0.031

33.7%

32.9%

36.5%

37.0%

38.6%

42.8%

平成29年

平成30年

令和元年

令和2年

令和3年

福島県

（令和3年）

＜参考資料：平成２９年～令和３年人口動態統計（確定数）の概況（福島県）＞

２ 県南地域の死因の推移

悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故 その他



３　市町村別標準化死亡比（ＳＭＲ）：男性 （平成２７～令和元年） (出典：保健統計の概況（令和２年版）福島県保健福祉部)

死因

市町村

県 南 保 健 所 111.76 110.33 131.50 133.90 110.55 100.41 96.70 68.82 159.67 136.93

白 河 市 100.90 105.97 125.82 110.47 75.62 272.58 56.69 63.01 145.16 140.44

西 郷 村 92.54 85.11 93.43 153.75 80.71 68.33 56.38 76.08 82.84 96.78

泉 崎 村 95.34 100.64 88.60 117.52 95.52 180.48 89.53 73.12 172.44 78.48

中 島 村 107.93 100.09 82.63 142.93 129.11 0.00 120.28 53.17 154.03 174.53

矢 吹 町 111.52 105.17 134.99 119.26 132.23 92.77 113.45 67.87 143.43 167.05

棚 倉 町 133.73 132.26 152.73 167.02 155.87 101.21 138.61 48.47 209.34 159.15

矢 祭 町 176.15 155.53 230.71 203.26 252.35 163.04 306.43 191.38 265.57 123.56

塙 町 152.60 145.35 182.05 143.51 176.50 129.44 267.05 32.97 310.22 180.16

鮫 川 村 158.10 146.09 212.55 243.71 222.25 135.22 0.00 119.84 190.58 42.05

　当該市町村死亡数：市町村別（死因別）死亡数

　当該市町村５年階層別人口：市町村５歳階級別人口（資料：福島県の推計人口　年齢５歳階級別人口　平成27～令和元年10月1日現在）

※　ＳＭＲ　＝
当該市町村死亡数

ＳＭＲ＝１００：全国平均値
ＳＭＲ＞１００：全国平均値以上
ＳＭＲ＜１００：全国平均値以下

Σ当該市町村年齢階級別人口×基準年齢階級別死亡率

-
1
0
-

総死亡
悪  性
新生物

心疾患
(高血圧症を除

く)

脳血管
疾　患

肺  炎

　基準年齢階級別死亡率：全国５歳階級別死亡数／全国５歳階級別人口（資料：人口動態統計（令和元年）　年齢５歳階級別人口（令和元年10月1日現在）、厚生労働省ホームページ）

肝疾患 腎不全 老　衰
不慮の
事　故

自　殺



３　市町村別標準化死亡比（ＳＭＲ）：女性 （平成２７～令和元年） (出典：保健統計の概況（令和２年版）福島県保健福祉部)

死因

市町村

県 南 保 健 所 122.26 109.03 144.11 170.14 127.51 107.18 94.34 90.69 183.41 114.05

白 河 市 107.37 108.70 113.94 167.25 105.87 99.43 91.50 80.59 168.15 123.85

西 郷 村 116.29 94.32 113.40 177.53 75.10 85.83 60.14 106.28 197.92 61.27

泉 崎 村 128.67 111.95 106.02 181.05 134.98 68.21 61.19 107.12 161.98 125.19

中 島 村 123.77 106.14 147.25 137.00 101.23 0.00 80.23 124.14 241.14 172.60

矢 吹 町 114.32 108.86 132.08 153.23 131.59 206.11 175.52 42.19 115.45 94.10

棚 倉 町 139.15 131.96 172.39 208.70 122.64 61.54 43.18 71.07 150.58 142.66

矢 祭 町 196.45 284.98 372.75 160.55 242.79 292.16 204.22 252.70 359.98 71.62

塙 町 145.32 84.83 219.56 164.93 259.63 99.62 66.44 86.83 254.81 142.84

鮫 川 村 192.89 123.86 284.07 163.22 307.87 0.00 122.54 157.63 318.72 124.16

　当該市町村死亡数：市町村別（死因別）死亡数

　当該市町村５年階層別人口：市町村５歳階級別人口（資料：福島県の推計人口　年齢５歳階級別人口　平成27～令和元年10月1日現在）

※　ＳＭＲ　＝
当該市町村死亡数

ＳＭＲ＝１００：全国平均値
ＳＭＲ＞１００：全国平均値以上
ＳＭＲ＜１００：全国平均値以下

Σ当該市町村年齢階級別人口×基準年齢階級別死亡率

-
1
1
-

総死亡
悪  性
新生物

心疾患
(高血圧症を除

く)

脳血管
疾　患

肺  炎

　基準年齢階級別死亡率：全国５歳階級別死亡数／全国５歳階級別人口（資料：人口動態統計（令和元年）　年齢５歳階級別人口（令和元年10月1日現在）、厚生労働省ホームページ）

肝疾患 腎不全 老　衰
不慮の
事　故

自　殺



４　死亡数（選択死因・市町村別）：男性　

死因

市町村

県 南 保 健 所 4,453 4 1,405 54 19 729 422 370 96 2 62 71 104 210 115

白 河 市 1,728 1 580 20 2 300 162 108 43 1 27 18 41 82 51

西 郷 村 542 1 159 9 3 76 61 40 11 1 6 6 17 16 12

泉 崎 村 169 0 57 0 1 22 18 15 2 0 5 3 5 10 3

中 島 村 149 0 44 3 1 16 14 15 6 0 0 3 3 7 5

矢 吹 町 539 0 163 2 3 91 44 53 16 0 7 10 13 23 17

棚 倉 町 522 0 165 7 5 83 49 51 8 0 6 10 7 27 13

矢 祭 町 280 0 79 3 2 51 25 33 4 0 4 9 11 14 4

塙 町 374 2 114 8 2 62 32 37 3 0 5 12 3 25 9

鮫 川 村 150 0 44 2 0 28 17 18 3 0 2 0 4 6 1

(出典：保健統計の概況（令和２年版）福島県保健福祉部)

-
1
2
-

（平成２７～令和１年）
（単位：人）

総死亡 結  核
悪  性
新生物

糖尿病
高血圧
性疾患

心疾患
(高血圧症を

除く)

老　衰
不慮の
事　故

自　殺
脳血管
疾　患

肺  炎
慢性閉
塞性肺
疾患

喘　息 肝疾患 腎不全



４　死亡数（選択死因・市町村別）：女性　

死因

市町村

県 南 保 健 所 4,421 3 934 43 32 862 536 337 16 5 35 67 387 172 40

白 河 市 1,673 1 401 13 10 294 227 120 6 1 14 28 151 68 19

西 郷 村 593 0 114 10 7 96 79 28 1 1 4 6 62 26 3

泉 崎 村 213 0 44 3 2 29 26 17 0 1 1 2 20 7 2

中 島 村 158 0 32 1 0 31 15 10 0 0 0 2 19 8 2

矢 吹 町 497 1 112 2 1 95 58 42 7 1 8 15 22 13 4

棚 倉 町 498 0 112 6 9 102 65 32 1 0 2 3 30 14 5

矢 祭 町 293 0 48 1 1 92 21 26 0 0 4 6 43 14 1

塙 町 332 0 46 6 1 83 33 43 1 0 2 3 24 15 3

鮫 川 村 164 1 25 1 1 40 12 19 0 1 0 2 16 7 1

(出典：保健統計の概況（令和２年版）福島県保健福祉部)

-
1
3
-

（平成２７～令和１年）
（単位：人）

総死亡 結  核
悪  性
新生物

糖尿病
高血圧
性疾患

心疾患
(高血圧症を

除く)

老　衰
不慮の
事　故

自　殺
脳血管
疾　患

肺  炎
慢性閉
塞性肺
疾患

喘　息 肝疾患 腎不全



区    分
悪 性 新 生

物
（ 全 体 ）

食 道 胃 結 腸
直腸S状結腸
移行及び直腸

肝及び肝内
胆 管

胆 の う 及 び
その他胆道

膵
気管、気管
支 及 び 肺

乳 房 子 宮 白 血 病

県南地域 308.8 13.7 55.4 28.8 15.8 16.6 17.3 28.8 54.0 7.9 4.3 7.2

白 河 市 313.1 8.4 53.6 30.1 21.8 25.1 13.4 35.2 56.9 5.0 5.0 6.7

西 郷 村 257.6 19.4 43.8 4.9 14.6 9.7 34.0 29.2 53.5 9.7 0.0 4.9

泉 崎 村 320.3 32.0 64.1 48.0 0.0 0.0 16.0 16.0 48.0 0.0 0.0 16.0

中 島 村 393.3 20.7 20.7 41.4 41.4 20.7 0.0 62.1 62.1 0.0 0.0 0.0

矢 吹 町 241.6 5.9 64.8 35.4 5.9 11.8 11.8 11.8 35.4 0.0 5.9 5.9

棚 倉 町 361.6 29.5 66.4 51.7 14.8 7.4 22.1 22.1 36.9 14.8 7.4 7.4

矢 祭 町 362.5 18.1 72.5 36.3 0.0 0.0 36.3 36.3 54.4 18.1 18.1 0.0

塙 町 297.6 11.9 47.6 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 47.6 23.8 0.0 11.9

鮫 川 村 482.0 0.0 96.4 0.0 0.0 32.1 0.0 32.1 192.8 32.1 0.0 32.1

-
1
4
-

５　市町村別悪性新生物部位別死亡率（人口１０万対） (令和1年）

(出典：保健統計の概況（令和2年版）福島県保健福祉部)



６   病類別生活習慣病死亡率（人口１０万対）及び割合（％）県南・県・国比較

県南 県 国 県南 県 国 県南 県 国 県南 県 国 県南 県 国 県南 県 国 県南 県 国 県南 県 国

合 計 748.8 697.8 562.2 100.0% 100.0% 100.0% 716.2 713.1 570.9 100.0% 100.0% 100.0% 720.8 702.7 564.5 100.0% 100.0% 100.0% 688.1 701.8 577.1 100.0% 100.0% 100.0%

脳 血 管 疾 患 143.5 125.9 89.6 19.2% 18.0% 15.9% 136.4 127.4 88.2 19.1% 17.9% 15.4% 134.2 120.6 85.6 18.6% 17.2% 15.2% 123.1 121.1 86.1 17.9% 17.3% 14.9%

（脳内出血） 35.0 31.9 25.7 4.7% 4.6% 4.6% 34.6 33.3 26.2 4.8% 4.7% 4.6% 35.0 32.6 26.1 4.9% 4.6% 4.6% 29.5 31.7 26.5 4.3% 4.5% 4.6%

（脳梗塞） 90.3 77.7 51.6 12.1% 11.1% 9.2% 87.7 79.4 49.8 12.2% 11.1% 8.7% 84.2 73.2 47.7 11.7% 10.4% 8.5% 81.3 74.6 47.9 11.8% 10.6% 8.3%

（その他） 18.2 16.2 12.3 2.4% 2.3% 2.2% 14.1 14.7 12.1 2.0% 2.1% 2.1% 15.0 14.7 11.7 2.1% 2.1% 2.1% 12.2 14.9 11.7 1.8% 2.1% 2.0%

悪 性 新 生 物 361.1 339.2 298.2 48.2% 48.6% 53.0% 329.5 343.4 299.5 46.0% 48.2% 52.5% 335.4 336.2 295.5 46.5% 47.8% 52.3% 308.8 338.0 304.2 44.9% 48.2% 52.7%

（食道） 11.2 9.7 9.2 1.5% 1.4% 1.6% 7.1 10.3 9.3 1.0% 1.4% 1.6% 14.3 9.1 9.0 2.0% 1.3% 1.6% 13.7 10.0 9.4 2.0% 1.4% 1.6%

（胃） 55.3 46.8 36.4 7.4% 6.7% 6.5% 43.1 44.1 36.3 6.0% 6.2% 6.4% 61.4 42.2 35.0 8.5% 6.0% 6.2% 55.4 42.2 34.7 8.1% 6.0% 6.0%

（結腸） 28.7 33.6 27.6 3.8% 4.8% 4.9% 31.8 33.6 28.4 4.4% 4.7% 5.0% 25.7 32.5 28.0 3.6% 4.6% 5.0% 28.8 34.1 28.8 4.2% 4.9% 5.0%

（ 直 腸 及 び S 字 結 腸 ） 9.8 14.3 12.5 1.3% 2.1% 2.2% 19.1 15.8 12.3 2.7% 2.2% 2.2% 21.4 16.6 12.1 3.0% 2.4% 2.1% 15.8 15.6 12.8 2.3% 2.2% 2.2%

（肝臓） 29.4 21.3 22.8 3.9% 3.1% 4.1% 15.6 21.5 21.8 2.2% 3.0% 3.8% 24.3 21.7 20.5 3.4% 3.1% 3.6% 16.6 20.9 20.4 2.4% 3.0% 3.5%

（胆のう） 25.2 22.3 14.4 3.4% 3.2% 2.6% 17.7 20.8 14.6 2.5% 2.9% 2.6% 16.4 19.3 14.4 2.3% 2.8% 2.6% 17.3 18.4 14.5 2.5% 2.6% 2.5%

（膵臓） 24.5 29.1 26.8 3.3% 4.2% 4.8% 34.6 31.1 27.5 4.8% 4.4% 4.8% 31.4 30.8 28.0 4.4% 4.4% 5.0% 28.8 28.7 29.4 4.2% 4.1% 5.1%

（ 気 管 ・ 気 管 支 ・ 肺 ） 51.8 65.5 59.0 6.9% 9.4% 10.5% 56.6 66.1 59.5 7.9% 9.3% 10.4% 55.7 65.3 58.8 7.7% 9.3% 10.4% 54.0 65.7 60.9 7.8% 9.4% 10.6%

（乳房） 18.2 12.5 11.3 2.4% 1.8% 2.0% 9.9 10.7 11.5 1.4% 1.5% 2.0% 2.1 11.6 11.7 0.3% 1.7% 2.1% 7.9 11.7 12.1 1.2% 1.7% 2.1%

（子宮） 6.3 5.7 5.1 0.8% 0.8% 0.9% 12.0 6.0 5.3 1.7% 0.8% 0.9% 6.4 5.9 5.4 0.9% 0.8% 1.0% 4.3 6.5 5.5 0.6% 0.9% 1.0%

（白血病） 8.4 6.8 7.0 1.1% 1.0% 1.3% 5.7 6.9 6.9 0.8% 1.0% 1.2% 10.0 9.0 7.0 1.4% 1.3% 1.2% 7.2 7.8 7.1 1.0% 1.1% 1.2%

（その他） 92.4 71.6 66.2 12.3% 10.3% 11.8% 76.4 76.5 66.3 10.7% 10.7% 11.6% 66.4 72.2 65.8 9.2% 10.3% 11.6% 59.0 76.6 68.6 8.6% 10.9% 11.9%

心 疾 患 227.4 208.6 158.2 30.4% 29.9% 28.1% 229.8 217.0 164.3 32.1% 30.4% 28.8% 224.1 217.5 164.7 31.1% 31.0% 29.2% 238.3 216.9 167.9 34.6% 30.9% 29.1%

（急性心筋梗塞） 58.1 63.9 28.7 7.8% 9.2% 5.1% 61.5 63.1 28.0 8.6% 8.8% 4.9% 60.7 57.7 26.5 8.4% 8.2% 4.7% 61.2 45.4 25.5 8.9% 6.5% 4.4%

（心不全） 81.9 73.2 58.8 10.9% 10.5% 10.5% 83.4 80.9 64.8 11.6% 11.3% 11.4% 84.9 81.8 65.9 11.8% 11.6% 11.7% 88.5 83.0 69.2 12.9% 11.8% 12.0%

（その他） 87.5 71.4 70.7 11.7% 10.2% 12.6% 84.8 73.0 71.5 11.8% 10.2% 12.5% 78.5 78.0 72.3 10.9% 11.1% 12.8% 88.5 88.5 73.2 12.9% 12.6% 12.7%

高 血 圧 疾 患 4.2 7.9 5.5 0.6% 1.1% 1.0% 7.8 10.4 7.7 1.1% 1.5% 1.3% 7.9 11.1 7.6 1.1% 1.6% 1.3% 5.8 10.4 7.7 0.8% 1.5% 1.3%

糖 尿 病 12.6 16.3 10.8 1.7% 2.3% 1.9% 12.7 15.0 11.2 1.8% 2.1% 2.0% 19.3 17.3 11.2 2.7% 2.5% 2.0% 12.2 15.5 11.2 1.8% 2.2% 1.9%

平成28年 平成29年 平成30年

(出典：保健統計の概況（令和2年版）福島県保健福祉部（公表日：令和5年4月21日）)

死亡率 割合（％） 死亡率 割合（％） 死亡率 割合（％） 死亡率 割合（％）

令和元年

-
1
5
-



-
1
6
-
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Ⅰ 令和５年度県南保健福祉事務所の基本方針及び主要施策 

 

（基本方針） 

令和４年３月に改訂された「福島県保健医療福祉復興ビジョン」においては、子

どもたちが親の世代となる３０年ほど先を視野に入れ、令和１２年度までを期間と

して「目指す将来の姿」を実現するための５つの基本目標が掲げられています。 

このビジョン改定を踏まえ、県南地域の実情にあわせた施策を推進していくため

に、令和５年３月に「県南地域保健医療福祉推進計画」を改定しました。 

県南保健福祉事務所においては、県南地域保健医療福祉推進計画に基づき、地域

における保健・医療・福祉を取り巻く諸課題に対応し、積極的かつ効果的に施策を

進めてまいります。 

 

（主要施策） 

１ 全国に誇れる健康長寿県の実現 

(1) 心身の健康を維持、増進するための環境づくりの推進 

① 住民一人ひとりが実践する健康づくりを基本に、家庭、学校、職域、地域が

一体となって、ふくしま“食の基本”推進キャンペーンなどの健康的な生活習

慣の確立等に取り組む「健康づくり県民運動」の展開を図り、関係機関との連

携により健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指します。 

② 生涯にわたる健康の保持・増進を図るため、関係機関との連携強化により、

乳幼児期からの健康的な生活習慣形成の支援や、健康経営の積極的な推進、高

齢者の自立支援・重度化防止、自殺対策の体制整備等に取り組みます。 

③ 健康増進センターなどの専門機関と連携し、健康づくりに関する医療等のデ

ータを活用した地域の健康課題の見える化を図ることによって効果的な健康情

報を提供するとともに、民間企業のノウハウも活用しながら健康づくりに取り

組む市町村や事業所等の支援に努めます。 

④ 被災者の健康状態の悪化予防及び健康不安の解消を図るため、避難生活の長

期化や生活環境の変化など被災者や被災市町村の置かれている状況を踏まえつ

つ、心のケアを含めた健康サポート・相談支援等の事業を実施するなど、今後

も市町村や関係団体と連携して、被災者に寄り添った支援を実施します。 

(2) 生活習慣病を予防するための環境づくりの推進 

① がん、脳卒中、心臓病、糖尿病等生活習慣の発症、進行には喫煙・運動・食事

・口腔衛生等の生活習慣が深く関わっているため、最大のリスク因子である「た

ばこ対策」（受動喫煙防止、禁煙の推進）や運動習慣の定着、バランスのとれた

食生活など生活習慣の改善を図り、心身の健康の保持増進のための一次予防に

関する正しい知識の普及啓発と市町村や事業所支援による特定健診・特定保健

指導（二次予防）推進の両面から生活習慣対策を推進します。 
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② 専門医、市町村等と連携し糖尿病性腎症重症化予防に関する課題・対策等を検討

するなど、生活習慣病の重症化予防や合併症の発症予防の体制整備を図ります。 

③ 震災後、メタボリックシンドローム該当者割合や要介護者認定率等が増加するな

ど健康指標の悪化が顕著であることから、情報発信を強化し、住民参加型のふくしま

メタボチャレンジ事業等の実施により、住民一人一人の健康リテラシーの向上を図る

とともに、住民が自主的かつ、気軽に楽しく健康づくりが継続できるように取り組み

ます。 

(3) がん対策の推進 

がん予防に関する正しい知識の普及啓発を図り、がん検診の受診率向上に努

めるとともに、医療保険者による特定健診・特定保健指導の着実な実施を支援

し、生活習慣病の発症予防や重症化予防の徹底を目指します。 

(4) 健全な食生活を育むための食育の推進 

 家庭、学校、地域、生産・流通関係者、給食施設等と連携し、住民の健康な

心と身体を育むため食育推進運動を進めるとともに、住民一人一人が激甚化か

つ頻発化する災害や新興感染症等の社会の変化に対応し、さらに環境にも配慮

しながら、健全な食生活を自ら実践するための食環境整備を推進します。 

(5) 介護予防の推進 

高齢者が、できる限り健康で自立した生活を継続できるよう、要介護状態になるこ

とを予防し、要介護状態になっても悪化しないようにするため、市町村の地域支援事

業の充実に向けて、研修会や情報交換会、地域ケア会議支援等を実施します。 

 

２ 質の高い地域医療体制の確保 

(1) 医師、看護師等の医療従事者の確保と質の向上 

①  将来的に県南地域への医師の確保・定着を図るため、医学生を対象とした県

南地域の魅力と医療の現状を理解する地域医療体験研修及び小学生を対象とし

た地域の医療、福祉等を学ぶ親子学習会に継続して取り組みます。 

② 限られた医療資源において、医療従事者の資質の向上に努めます。 

(2) 安全、安心かつ質の高い医療提供サービスの確保 

 保健・医療・福祉の連携を強化するとともに、住民が、安全で安心できる医

療が受けられるよう、福島県地域医療構想（県南区域）等に基づき、医療機能

の分化と連携に向けて医療機関の取組みへの支援を行い、安全で質の高い効率

的な医療提供体制の確保を推進します。 

(3) 感染症対策の推進 

 感染症発生時には疫学調査等を実施し、まん延防止を図るとともに、感染症

に関する正しい知識の普及を行います。 

また、予防接種や感染症についての情報提供に努めるほか、エイズ等の検査

を実施するとともに、肝炎については、相談や検査の受検機会の拡大に努めま
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す。 

特に、新型コロナウイルス感染症については、市町村や医療機関、医療関係団体等 

と連携しながら、感染予防対策に関する情報提供に努めるとともに、５類感染症への

移行後の状況も踏まえながら、感染拡大防止対策に取り組みます。 

(4) 医薬品等の安全確保 

① 医薬品等取扱者の立入検査時には、医薬品等が適正に保管管理されているか

の確認をするとともに、薬局や医薬品販売店においては住民へ医薬品の適正使

用に必要な情報提供が適切になされるよう引き続き指導助言を行います。 

② 市町村、血液センターと連携し、街頭献血、事業所訪問により、献血者の確

保に努めるとともに、献血出前講座の実施により、若年層等への普及啓発に努

めます。 

③ 薬物乱用防止の出前講座を実施し、小中高生への啓発を行う他、地域住民に

対しては、関係機関等と連携し、広報活動による普及啓発に努めます。  

 

３ 安心して子どもを生み育てられる環境づくり 

(1) 子育て支援 

① 全ての市町村が、こども家庭センターを設置し、妊娠期から子育て期にわたる切

れ目ない体制を整備できるよう市町村を支援します。 

② 保育施設の整備の促進、保育の質の向上や、市町村が行う保育料負担軽減事

業への支援など子育て支援サービスの推進に努めます。 

(2) 援助を必要とする子どもや家庭への支援 

①  障がいのある子どもや医療的ケアが必要な子ども及びその家族が地域で安心

して生活するために、身近な地域で療育相談・指導などが受けられる療育機能

や、教育の関係機関と連携した相談支援体制の充実を図ります。 

② ひとり親家庭においても安心して子育てができるよう、適切な相談支援を実

施します。 

 

４ いきいき暮らせる地域共生社会の推進 

(1) 県民一人ひとりがともにつながり支え合うことのできる社会づくりの推進 

① 「うつくしま高齢者いきいきプラン」に基づき、高齢者が安心して暮らせる

環境の整備を推進し、その状態に応じた適切で質の高いサービスを利用できる

よう、市町村や事業者の支援・指導に努めます。 

② 精神疾患（統合失調症、うつ病、依存症、子どもの精神疾患など）やひきこ

もり等について、関係機関などと連携した相談支援体制の充実を図ります。 

③ 自殺の防止等に関する住民の理解を促進するとともに、関係機関・団体と連

携し、悩みや相談を抱えている人の相談支援の充実を図ります。 

④ 指定難病については、医療費支給により医療費の負担軽減を図るとともに、
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関係機関と連携を図り、患者・家族等が安心して療養生活を送ることができる

よう支援体制の整備を図ります。 

⑤ 生活保護法に基づき、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要

な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する

ことを目的として、要保護者の必要に応じた各種の扶助を実施します。 

⑥ 就労可能な被保護者に対し、生活保護からの早期脱却を目指すため、就労自立に

向けた計画的、集中的な就労支援を実施します。 

⑦ 長期入院している被保護者のうち、受入条件が整えば退院可能な者に対し、個々

の退院阻害要因の解消等を計画的に行うことにより、長期入院患者等の地域生活への

移行を促進します。また、被保護者の生活習慣病予防と健康管理支援に取り組みま

す。 

⑧ 生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を

図るため、生活困窮者等に対する、自立相談支援事業・住宅確保給付事業・子どもの

学習支援事業・一時生活支援事業を委託事業者と連携して実施します。 

(2) 福祉サービスの提供体制・質の向上（地域生活移行等） 

① 障がいのある方がより適切で質の高いサービスを利用できるよう市町村や事

業者の支援・指導に努めます。 

② 障がい者が、自分らしい生活と社会参加を実現できるよう、地域自立支援協

議会等の地域における障がい者の自立に対する理解促進と支援体制の充実を図

り、障がいのある方自身のニーズに適切に対応しながら、地域で安心して暮ら

すための取組みを進めます。 

(3) 権利擁護の推進、障がい者差別の解消、DVの根絶 

    児童虐待、高齢者虐待、障がい者虐待、配偶者等からの暴力から、被害者を保護

し、支援するため、地域、民間支援団体、行政機関などの連携協力を図ります。 

 

５ 誰もが安全で安心できる生活の確保  

(1) 水道の基盤強化 

   住民が安全な水を将来にわたって安定的に享受できるよう、水道事業者の適

正な供給管理体制と事業運営体制の維持、向上を支援します。 

(2) 飲料水及び食品の安全・安心の確保 

① 飲料水の安全・安心を確保するため、水道水の放射性物質モニタリング検査及び

飲用井戸水等の放射性物質検査の支援を行います。 

②  消費者が安心して食品を選ぶことができるよう、消費者の視点を重視し、食

品関連事業者や消費者、関係機関と相互の連携を図りながら、生産から流通、

消費に至る一貫した食品安全確保対策を推進します。 

③  食品等事業者に対し、食品衛生管理手法の国際標準となっているＨＡＣＣＰ
ハ サ ッ プ

に

よる衛生管理に放射性物質対策を加えた「ふくしまＨＡＣＣＰ
ハ サ ッ プ

」の導入を推進
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し、加工食品の安全性の確保に努めます。 

④ 県内産農林水産物を原料とする製品を中心とした加工食品について放射性物質検

査を実施し、市場等に流通する食品の安全確保と消費者の安心の実現を図ります。 

(3) 全ての人が安全かつ快適に生活することのできるまちづくりの推進 

不特定多数の⽅が利⽤する建築物や公共機関等のユニバーサルデザインの視点に

⽴った「人にやさしいまちづくり条例」に適合した施設にやさしさマークを交付し、

人にやさしいまちづくりを推進します。 

また、歩⾏困難な⽅が移動で使⽤する⾞の駐⾞スペースを確保するため、「おも

いやり駐⾞場利⽤制度」の普及を図ります。 

(4) 生活衛生水準の維持向上 

 住民の生活に密接な関係を有する生活衛生関係営業施設に対する計画的な監

視指導の実施、営業者による適切な自主管理の実施に対する支援など、衛生水

準の維持向上のための対策を推進します。 

(5) 災害時健康危機管理体制の強化 

① 健康危機管理体制の強化 

   医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により、住民の生命・

健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防や拡大防止に関

する業務（健康危機管理）の充実強化に努めます。 

② 災害時の保健医療福祉体制の強化 

ア  高齢者や障がい者等の避難行動要支援者を迅速かつ的確に安全な場所へ避

難させるため、避難行動要支援者の個別避難計画の策定と要支援者避難訓練

の全市町村での実施を支援します。 

イ  災害発生時に備え、広域避難が生じた場合も想定した保健・医療・福祉の

専門職チーム（DHEAT等）の派遣体制の充実強化に取り組むとともに､避難行

動要支援者等の県内外の医療機関や福祉施設での受入確保など、関係団体と

の災害時連携体制の強化を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 22 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ　令和５年度主要事業計画　　

１　全国に誇れる健康長寿県の実現

（１）心身の健康を維持、増進するための環境づくりの推進

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

被災者健康サポート事業 　借上げ住宅、復興公営住宅等で生活している被災者等
が健康的な生活を維持していくことができるよう、健康
支援活動の実施体制整備を図りながら、被災者に対する
健康支援活動を行う。
（１）被災市町村連絡会の開催
（２）被災者健康支援活動

健康増進課

子ども健やか訪問事業 　震災により避難生活を余儀なくされている子どもを持
つ家庭を訪問し、心身の健康に関する相談、生活・育児
に関する相談等に対応することにより、子育て家庭の不
安の軽減を図ります。

保 健 福 祉 課
（児童家庭支
援チーム）

健康長寿ふくしま推進事業 　「第二次健康ふくしま２１計画」の基本目標である健
康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指します。
（１）ふくしま【健】民パスポート事業
（２）ふくしま健康情報ステーション事業

健康増進課

県南の地域・職域連携推進 　地域保健と職域保健が連携し、生涯を通した継続的な
保健サービスを提供する体制の整備を図ります。
（１）県南の地域・職域連携推進協議会の開催
（２）地域・職域連携事業
（３）元気で働く職場応援事業

健康増進課

保健師・栄養士等現任教育支
援事業

　県南地域の健康課題について、市町村保健師等ととも
に、管理者研修、特定保健指導研修、地域診断、事例検
討等の研修会を開催し、資質の向上を図ります。

総務企画課

（２）生活習慣病を予防するための環境づくりの推進

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

たばこの健康影響対策事業 　がんや循環器疾患などの様々な生活習慣病のリスク因
子となるたばこについて、管内住民の健康寿命の延伸寄
与することを目的に普及啓発活動を始めとする喫煙対策
と受動喫煙を推進します。
（１）世界禁煙デー・禁煙週間における啓発活動
（２）受動喫煙防止対策に関する相談・啓発
（３）空気のきれいな施設・車両」の普及拡大

健康増進課

歯科保健対策 １　市町村の地域特性に応じた支援を行うために、市町
　村歯科保健強化推進研修会及び検討会を開催し、歯科
　保健支援体制の構築を図ると共に、地域住民の健康の
　保持増進を推進します。
（１）市町村歯科保健強化推進事業
２　生涯を通した歯の健康づくりを推進するため、在宅
　療養者らに対し口腔保健指導を行うとともに、施設等
　の保健担当者への助言指導を行います。
（１）ヘル歯一ケア推進事業

健康増進課
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３　震災後、子どもの肥満やむし歯が増加傾向にあるこ
とから、これまで取り組んできた歯磨き・食生活の指導
の継続や効果的なフッ化物歯面塗布を普及啓発するとと
もに、安全で高い効果が得られるフッ化物洗口事業を実
施し、口腔衛生の切り口から子ども達の健康を促し、健
康増進を推進します。
（１）子どものむし歯緊急対策事業
（２）地域歯科保健活動推進事業

糖尿病等重症化予防市町村
国保支援事業

　県南地区の市町村における糖尿病性腎症をはじめとす
る生活習慣病重症化予防のため、福島県県南地区重症化
予防協議会を設置し、県、市町村及び医療関係者との連
携を図るとともに、生活習慣病の改善につながる保健指
導の実施方法等について助言等を行うことにより、重症
化予防に向けた実践的な支援を行います。

総務企画課
健康増進課

ふくしまメタボ改善チャレ
ンジ事業

　働き盛りや子育て世代を対象に、市町村や企業等と連
携して、健康行動の実践を促すための体験型事業を実施
し、メタボ・肥満該当者の割合の改善を重点的に図りま
す。
（１）おいしく健康的な食環境づくり推進事業
（２）大規模事業所と連携したメタボ改善モデル事業
（３）市町村健康づくり強化支援事業

健康増進課

（３）がん対策の推進

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

がん対策推進事業 　がんの予防と早期発見のため、がんに対する知識の普
及やがん検診の受診率向上を目指し、利用しやすく質の
高いがん検診実施体制整備を実施します。
（１）がん検診体制整備事業
（２）がん検診受診率向上精度管理支援事業
（３）がん予防啓発事業

健康増進課

（４）健全な食生活を育むための食育の推進

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

市町村栄養・食生活支援事業 　管内市町村において栄養・食生活の改善に関する施策
の充実及び推進を図るため、栄養・食生活事業の実施状
況や課題を把握するとともに、課題解決の為に優先的に
取り組むべき事業について助言等の支援を行います。
（１）市町村栄養士資質向上のための研修会及び検討会
　　等
（２）市町村における食生活改善推進員の育成に係る助
　　言等

健康増進課

特定給食施設管理事業 　給食施設設置や管理者、給食従事者に対し、健康増進
に果たす給食の役割や給食運営等に関する情報提供を行
うことにより、住民の栄養の改善及び健康の保持増進を
図ります。
（１）特定給食施設等巡回指導
（２）特定給食施設等講習会の開催

健康増進課
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ふくしま”食の基本“推進事
業

　県民の食行動や栄養摂取状況を改善し、生活習慣病の
発症・重症化予防を図るため、主食・主菜・副菜がそ
ろったバランスの良い食事に「減塩」を加えたふくし
ま”食の基本”を県民に浸透させ、日々の実践につなげ
るための普及啓発、人材育成を実践する。
（１） ふくしま”食の基本”推進キャンペーン
（２） 事業推進のための体制整備事業
（３） うつくしま健康応援店の普及拡大

健康増進課

（５）介護予防の推進

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

地域支援事業の充実 　県南地域における高齢者福祉計画等の進捗状況の管理
や新計画策定に向けた課題の検討等を行います。さら
に、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるように
するため、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が
一体的に提供される地域包括ケアシステムの深化と推進
に向けた、各市町村地域支援事業の充実の取組みを支援
します。
（１）高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画に係る県
　　南圏域連絡会議の開催
（２）地域包括ケアシステム体制構築圏域別連絡会議
（３）認知症対策や生活支援体制整備等の研修会・情報
　　交換会、地域ケア会議支援等

保健福祉課
（高齢者支援
チーム）

在宅医療・介護連携の推進 　医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が一体的に
提供される地域包括ケアシステムに向けた市町村等の取
組みを支援します。
（１）県南地域在宅医療・介護連携推進会議
（２）県南地域における退院支援ルール運用評価会議
（３）地域医療構想調整会議

総務企画課
保健福祉課
医療薬事課

２　質の高い地域医療体制の確保

（１）医師、看護師等の医療従事者の確保と質の向上

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

医師定着促進事業 　将来的に県南地域へ医師が定着するよう、医学生を対
象とし、県南地域の魅力と医療の現状を理解する地域医
療体験研修等を行います。
（１）地域医療体験研修事業
（２）福島県立医大と連携した体験型実習の実施
（３）小学生を対象とした医療現場見学等の親子学習会
　　の開催

総務企画課

臨床研修医、実習生に対する
研修

　臨床研修病院からの研修医や保健医療福祉学生等の実
習生を受入れ、県南地域の保健・医療の現状を踏まえな
がら、研修や実習指導を行います。

総務企画課
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（２）安全、安心かつ質の高い医療提供サービスの確保

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

地域医療体制の整備 　病院や診療所等の医療機関における、院内感染対策を
はじめとする医療安全の確保を図ります。
（１）県南地域医療安全ネットワーク会議の開催
（２）医療法に基づく医療機関への定期的な立入
（３）医療安全研修会の開催

医療薬事課
（医事薬事
チーム）

救急医療体制の整備 　県南地域における救急医療関係協議会等にて情報交換
及び問題点等の協議を行います。
（１）県南地域救急告示病院の夜間休日診療体制情報の
　　集約と提供

医療薬事課
（医事薬事
チーム）

（３）感染症対策の推進

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

感染症対策の推進 　感染症の発生時には患者等に適切な医療を受ける機会
を提供するとともに、必要に応じて疫学調査や保健指導
を実施して感染症の拡散防止を図ります。
　また、関係機関に対する感染症情報の提供や地域住民
等に対する啓発も行います。
（１）感染症発生時疫学調査や療養支援の実施
（２）感染症発生動向調査事業
（３）感染症情報の定期的な発行
（４）エイズ等予防対策事業
（５）肝炎治療特別促進事業
（６）社会福祉施設等感染症予防対策研修会の開催

医療薬事課
（感染症予防
チーム）

結核対策の推進 　結核のまん延を防止するため、患者の療養支援や地域
住民に対する啓発を行います。
（１）結核医療事業（患者治療費の公費負担）
（２）結核患者療養支援事業（患者検診・接触者健診、
　　DOTSの実施等）
（３）結核予防事業（普及啓発等）

医療薬事課

（感染症予防

チーム）

（４）医薬品等の安全確保

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

献血者の確保 　安定した献血者数を確保するため、各種啓発を行いま
す。
　また、骨髄バンクドナー登録を推進します。
（１）街頭献血キャンペーン
（２）献血協力事業所等の訪問
（３）市町村献血担当者会議の開催
（４）献血併行型骨髄ドナー登録実施

医療薬事課
（医事薬事
チーム）

医薬品の有効性・安全性の確
保

　適正な医薬分業の推進や薬事営業者等の立入指導によ
り医薬品等による健康被害や毒物劇物による事故防止及
び麻薬等の管理の徹底を図ります。
（１）薬局等薬事営業者への立入指導
（２）毒物劇物営業者への立入指導
（３）麻薬等取扱施設への立入指導

医療薬事課
（医事薬事
チーム）
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薬物乱用の防止 　薬物乱用の低年齢化や違法薬物への対策のため、若年
層に重点をおいた普及啓発を行います。
（１）小中高等学校の薬物乱用防止教室への講師派遣
（２）「ダメ。ゼッタイ。」普及運動による啓発

医療薬事課
（医事薬事
チーム）

３　安心して子どもを生み育てられる環境づくり

（１）子育て支援

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

市町村妊娠出産包括支援推進
事業

　各市町村が、こども家庭センターを設置し、妊娠期か
ら子育て期にわたる切れ目ない体制を整備できるよう、
連絡調整会議を開催するとともに、支援の必要な家庭の
早期把握、早期支援を行うための専門知識の習得を支援
するための研修を行います。

保健福祉課
（児童家庭支
援チーム）

ふくしま保育料支援事業（ふ
くしま多子世帯保育料軽減事
業）

　３人以上の子どもを養育している世帯に対する保育所
保育料の軽減措置を行う市町村に対し補助金を交付する
ことで、子育てにかかる保護者の経済的な負担感の軽減
を図ります。

保健福祉課
（児童家庭支
援チーム）

青少年の健全育成の推進 　青少年健全育成条例により青少年の健全育成を推進す
るための社会環境の整備を図ります。
（１）有害図書類指定に係る図書類の購入及び指定後調
　　査
（２）社会環境実態調査（図書類自動販売機実態調査・
　　図書類取扱業者実態調査）

総務企画課

（２）援助を必要とする子どもや家庭への支援

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

障がい児（者）地域療育支援
事業

　相談支援アドバイザーを配置し、市町村の相談支援体
制整備等の支援を行うとともに、療育の専門家を活用す
ることにより、保護者や関係機関等への相談支援を行
う。

保 健 福 祉 課
（児童家庭支
援チーム）

発達障がい児支援者スキル
アップ事業

　発達障がい児とその保護者が地域で安心して生活し子
育てできるよう、直接的な住民サービスを担う市町村及
び保育所、幼稚園職員、障がい児通所支援事業所等の職
員の研修会を充実させることで、専門能力の向上を目指
します。

保 健 福 祉 課
（児童家庭支
援チーム）

ひとり親や困難な問題を抱え
る家庭及び女性の福祉の向上

　ひとり親や困難な問題を抱える家庭、女性への相談対
応や情報提供等により、福祉の向上を図ります。
（１）母子・父子自立支援員、ひとり親家庭就業支援専
　　門員、女性相談員による各種相談、支援、情報提供
　　の実施
（２）経済的支援のため母子父子寡婦福祉資金による修
　　学資金等の貸付の実施

保健福祉課
（児童家庭支
援チーム）
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４　いきいき暮らせる地域共生社会の推進

（１）県民一人ひとりがともにつながり支え合うことのできる社会づくりの推進

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

地域支援事業の充実
（１－（５）の再掲）

　県南地域における高齢者福祉計画等の進捗状況の管理
や新計画策定に向けた課題の検討等を行います。さら
に、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるように
するため、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が
一体的に提供される地域包括ケアシステムの深化と推進
に向けた、各市町村地域支援事業の充実の取組みを支援
します。
（１）高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画に係る県
　　南圏域連絡会議の開催
（２）地域包括ケアシステム体制構築圏域別連絡会議
（３）認知症対策や生活支援体制整備等の研修会・情報
　　交換会、地域ケア会議支援等

保健福祉課
（高齢者支援
チーム）

相談支援体制及び生活を支え
るサービスの充実

　地域自立支援協議会を中心として、相談支援体制や生
活を支えるサービスの充実が図られるよう、市町村の取
り組みを支援します。
（１）市町村の相談支援体制整備への助言・指導
（２）専門的な療育指導及び相談支援
（３）重度障がい者支援事業、市町村地域生活支援事業
　　補助金

保健福祉課
（障がい者支
援チーム）

心の健康づくり
　心の健康相談事業
　ひきこもり家族教室

　心の悩みや不安、アルコール、自殺、ひきこもりに関
する様々な心の問題に対して、相談窓口を設置し、早期
治療の促進と家族への助言を行います。また、ひきこも
りに悩む家族のひきこもりへの対応能力を高めることを
目的に家族教室を実施します。

保健福祉課
（障がい者支
援チーム）

自殺予防対策の充実 　自殺者数の減少を目標に、自殺予防のための人材育成
及び相談支援体制の整備を図るとともに、関係機関と連
携し、市町村が取り組む自殺関連事業を支援します。
（１）県南地域自殺対策推進協議会
（２）自殺予防対策に係る人材育成研修会、キャンペー
　　ン等
（３）地域自殺対策強化事業(市町村事業補助金)

保健福祉課
（障がい者支
援チーム）

難病対策の推進事業 　医療費支給により医療費の負担軽減を図るとともに、
関係機関と連携を図り、患者・家族等が安心して療養生
活を送ることができるよう支援体制の整備を図ります。
（１）特定医療費支給認定
（２）難病在宅療養者支援体制整備事業
　　　・難病患者地域支援連絡会議
　　　・医療相談事業
　　　・相談指導事業
　　　・訪問診療事業
　　　・難病ボランティア活動支援
（３）遷延性意識障害者治療研究事業
（４）先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
（５）原子爆弾被爆者対策事業
（６）石綿による健康被害・救済給付事業

健康増進課
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生活保護事業 　生活に困窮する方に対して、健康で文化的な最低限度
の生活を保障するとともに、自立の助長に向け、その困
窮の程度に応じ、必要に応じた各種扶助を実施します。
　また、保護受給者の課題に応じた援助方針を策定し、
適切な支援、各種調査等の実施、町村や医療機関等の関
係機関との連携の上、保護の適正な実施並びに漏給・濫
給の防止を目指します。

生活保護課

就労自立促進事業 　就労可能な被保護者に対して、生活保護からの早期自
立を目指し、求職活動計画を策定し、受給者の能力に応
じた就労支援を実施します。
　また、ハローワークと連携し、被保護者の求職活動状
況や求人情報の共有化などを通して、被保護者の就労に
よる自立を目指します。

生活保護課

被保護者健康管理支援事業 　レセプトデータ等から健康管理支援の支援対象者を選
定し、支援対象者が健診を受診できるよう受診勧奨を行
うとともに、健康管理指導を行うなどにより、被保護者
の適切な医療扶助の実施を目指します。

生活保護課

長期入院患者等退院促進事業 　長期入院している被保護者のうち、退院可能な者に対
し、個々の退院阻害要因の解消や退院に向けた指導援助
を行うことにより、受け入れ先を確保し、地域生活への
移行を目指します。

生活保護課

生活困窮者自立支援事業 　生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の
段階で、生活困窮者に対して包括的な支援を行います。
（１）自立相談支援事業
　　　生活困窮者を対象に、委託事業者と連携して、相
　　談に応じて課題解消に向け必要な情報提供及び助言
　　等を行い、必要なサービスの提供により自立を目指
　　します。
（２）住居確保給付金事業
　　　離職等により経済的に困窮し、住居を失った又は
　　そのおそれがある者を対象に、一定期間家賃相当額
　　を支給することにより、住居及び就労機会等の確保
　　を目指します。
（３）子どもの学習支援事業
　　　生活困窮者等の世帯の小学１年生以上高校３年生
　　以下（中退者･未入学者も含む）を対象に、委託事
　　業者と連携して学習支援等を行い、貧困の連鎖の防
　　止
　　及び解消を目指します。
（４）一時生活支援事業
　　　住居を持たない者等を対象に、委託事業者と連携
　　し、一定期間内に限り宿泊場所等の提供を行い、生
　　活困窮者の自立の促進を目指します。

生活保護課

（２）福祉サービスの提供体制・質の向上（地域生活移行等）

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

障がい者の地域移行・地域定
着推進事業

　障がい者の地域移行・地域定着に関する保健・医療・
福祉の相互理解を促進するため、地域の関係者と協同し
地域生活の定着を目指します。
（１）精神障がい者地域移行・地域定着支援事業に係る
　　研修会等の開催
（２）県南地域生活移行圏域連絡会の開催

保健福祉課
（障がい者支
援チーム）
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健康長寿サポーター養成講座 　健康づくりに係る講座を開催し、その受講者を「福島
県健康長寿サポーター」に認定することで、サポーター
の健康への意識改革を図るとともに県民への伝播を図り
ます。
（１）「健康長寿サポーター養成」出前講座の実施

健康増進課

（３）権利擁護の推進、障がい者差別の解消、DVの根絶

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

地域支援事業の充実
（１－（５）の再掲）

　高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにす
るため、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が一
体的に提供される地域包括ケアシステムの深化と推進に
向けた、各市町村地域支援事業の充実の取組みを支援し
ます。
（１）認知症対策や生活支援体制整備等の研修会・情報
　　交換会、地域ケア会議支援等

保健福祉課
（高齢者支援
チーム）

相談支援体制及び生活を支え
るサービスの充実
（４－（１）の再掲）

　地域自立支援協議会を中心として、相談支援体制や生
活を支えるサービスの充実が図られるよう、市町村の取
組みを支援します。
（１）市町村の相談支援体制整備への助言・指導
（２）専門的な療育指導及び相談支援
（３）重度障がい者支援事業、市町村地域生活支援事業
　　補助金

保健福祉課
（障がい者支
援チーム）

市町村妊娠出産包括支援推進
事業
（３－（１）の再掲）

　各市町村が、こども家庭センターを設置し、妊娠期か
ら子育て期にわたる切れ目ない体制を整備できるよう、
連絡調整会議を開催するとともに、支援の必要な家庭の
早期把握、早期支援を行うための専門知識の習得を支援
するための研修を行います。

保健福祉課
（児童家庭支
援チーム）

配偶者暴力相談支援 　配偶者暴力相談支援センターとして、夫等からの暴力
を主訴とする相談を受けて助言を行うとともに、保護命
令申立の支援等を実施します。

保健福祉課
（児童家庭支
援チーム）

５　誰もが安全で安心できる生活の確保

（１）水道の基盤強化

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

水道事業への支援及び飲用井
戸等の衛生対策の推進

　水道事業者等に対し、水道施設の立入検査を実施し、
適正な水質管理や施設の維持管理等についての指導助言
を行うとともに、国庫補助を活用した水道施設の計画的
な整備促進の支援に努めます。
　また、安全な水の安定的な供給に資する知見等の情報
収集及び水道事業者等への必要な情報の提供に努めま
す。
（１）水道施設への立入指導（書類検査及び現場検査）
（２）水道施設の計画的な整備促進への支援
　　（水道国庫補助事業（生活基盤施設耐震化等交付金
　　　等）の指導及び助言）
（３）飲用井戸等の衛生対策指導

衛生推進課
（環境衛生
チーム）
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（２）飲料水及び食品の安全・安心の確保

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

飲料水の放射性物質検査事業 　飲料水の安全・安心を確保するため、水道水の放射性
物質モニタリング検査及び飲用井戸水等の放射性物質検
査の支援を行い、検査結果に応じて助言等を行います。

衛生推進課
（環境衛生
チーム）

HACCPによる衛生管理の導入
推進

　食品等事業者に対し、食品衛生管理手法の国際標準と
なっているHACCPによる衛生管理に、放射性物質管理を
加えた県独自の衛生管理手法「ふくしまHACCP」の導入
を推進します。
（１）専用アプリ及び業種別手引き書を用いた実習型研
　　修会の開催
（２）HACCP導入済施設のフォローアップ

衛生推進課
（食品衛生
チーム）

食品の放射性物質検査事業 　市場等に流通する食品の安全を確認するため、県内産
農林水産物を原材料とする製品を中心とした加工食品に
ついて放射性物質検査を実施します。

衛生推進課
（食品衛生
チーム）

食品の安全性の確保事業 　「令和５年度福島県食品衛生監視指導計画」に基づ
き、食品営業施設等の監視指導を重点的、効率的かつ効
果的に実施するほか、流通食品等の病原微生物などの各
種検査（収去検査）を実施し、飲食に起因する健康被害
や不良食品の発生を未然に防止するとともに、消費者や
食品等事業者に対し、食の安全に関する正しい知識の普
及啓発を図ります。
（１）食品製造施設等の監視指導
（２）食品表示の適正化に係る指導
（３）食品の収去検査（食品の安全対策事業含む）
（４）食品衛生思想の普及啓発

衛生推進課
（食品衛生
チーム）

（３）全ての人が安全かつ快適に生活することのできるまちづくりの推進

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

おもいやり駐車場利用制度の
推進

　店舗や公共施設などに設けられている車いすマークの
ある駐車スペースを利用しやくするため、歩行が一定程
度困難と認められる方に利用証を交付する「おもいやり
駐車場利用制度」の推進を図ります。

保健福祉課

（高齢者支援

チーム）

（４）生活衛生水準の維持向上

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

生活衛生関係営業施設の衛生
確保事業

　生活衛生関係営業施設に対する計画的な監視指導の実
施、営業者による適切な自主管理に対する支援のほか、
旅館や公衆浴場の浴槽水の検査等を行い、衛生水準の維
持向上を図ります。
（１）生活衛生関係営業施設の監視指導
（２）旅館、公衆浴場浴槽水等のレジオネラ属菌検査
（３）理容所・美容所における器具類のＡＴＰ検査

衛生推進課
（環境衛生
チーム）
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（５）災害時健康危機管理体制の強化

事　業　名 事　　業　　概　　要 担当課

健康危機管理体制整備事業 　原因が特定できない健康被害の発生や、大規模な健康
被害が発生した時などの健康危機管理対策に万全を期す
ため、関係機関との連携体制整備や平常時から模擬訓練
等による対応能力の向上を図り、マニュアルに基づく迅
速かつ適切な対応に努めます。
（１）平常時対応
　　　・所内体制整備等
　　　・災害時医薬品備蓄先の業務確認
　　　・災害時用医療資機材の点検
（２）発生時対応（２４時間体制）

医療薬事課

災害時健康危機管理体制整備
等支援

　避難行動要支援者を迅速かつ的確に安全な場所へ避難
させ、避難に伴う健康被害を最小限に抑えるため、避難
行動要支援者の個別避難計画を策定する市町村の取組
や、要支援者避難訓練を実施する市町村の取組を支援し
ます。

総務企画課
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令和４年度事業実績 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



大 項 目 中 項 目 小 項 目

Ⅰ 復興へ向けた保健・医療・福祉の推進　

１　復興へ向けた心身の健康管理対策の推進 (健康増進課・保健福祉課）
（１） 被災者健康サポート事業（健康増進課）

（２） 子ども健やか訪問事業（保健福祉課）

２　県産加工食品の安全性の確保（衛生推進課）
（１） ＨＡＣＣＰによる衛生管理の導入推進

Ⅱ 全国に誇れる健康長寿の県づくり　

１　健康づくり県民運動の推進と健康づくり体制の整備（健康増進課・保健福祉課・総務企画課）

（１）　健康長寿ふくしま推進事業(健康増進課）

（２）　県南の地域・職域連携推進(健康増進課）

（３） 自殺予防対策の充実（保健福祉課）

（４）　自らの能力を発揮できる地域づくりの推進(保健福祉課）

（５）　

２　生活習慣病等対策の推進（健康増進課）

（１） 健康長寿のための予防啓発事業

（２） 特定給食施設管理事業

（３）　ふくしま“食の基本”推進事業

（４） 健康長寿サポーター養成講座

（５）　歯科保健対策

３　地域包括ケアシステムの深化と推進（総務企画課・保健福祉課・医療薬事課）

（１）　在宅医療・介護連携の推進

４　健全な食生活を育むための食育の推進（健康増進課）

（１）　市町村栄養・食生活支援事業

Ⅲ　地域医療の推進

１　医療従事者等の確保と資質の向上（総務企画課）

（１）　医師定着促進事業

（２）　

２　安全･安心な医療サービスの確保（医療薬事課）

（１）　地域医療体制の整備

（２）　

（３）　献血者の確保

（４）　医薬品の有効性・安全性の確保

（５） 薬物乱用の防止

３　感染症対策の推進（医療薬事課）

（１） 感染症対策の推進

（２） 結核対策の推進

（３） 結核予防事業

救急医療体制の整備

　令和４年度県南保健福祉事務所事業体系

保健師・栄養士等現任教育支援事業（総務企画課）

臨床研修医、実習生に対する研修

－33－



大 項 目 中 項 目 小 項 目

Ⅳ 日本一安心して子どもを生み育てられる環境づくり

１　子育て支援サービスの充実（保健福祉課）

（１）　ふくしま保育料支援事業

（２）　子育て世代包括支援センター機能充実事業

（３）　障がいのある子どもへの支援

（４）　

（５）　特定不妊治療費支援事業・不育症治療費支援事業

（６）　保育所等監査及び認可外保育施設への指導監督

２　思春期保健対策の推進（保健福祉課）

（１）　

３　青少年の健全育成を推進するための社会環境の整備（総務企画課）

（１）　青少年の健全育成の推進

Ⅴ ともにいきいき暮らせる福祉社会の推進

１　高齢者を対象とした介護・福祉サービスの充実（保健福祉課)

（１）　地域支援事業の充実

（２）　介護保険の認定

（３）　おもいやり駐車場利用制度推進事業

２　障がいのある方の地域生活への移行支援(保健福祉課・健康増進課）

（１）　障がい者の地域移行・地域定着推進事業（保健福祉課）

（２）　相談支援体制及び生活を支えるサービスの充実（保健福祉課）

（３） 難病対策の推進事業（健康増進課）

３　生活支援の充実（生活保護課）
（１）　生活保護事業

（２）　

（３）　

（４）　生活困窮者自立支援事業の実施状況

Ⅵ 誰もが安全で安心できる生活の確保

１　生活衛生関係営業施設の衛生水準の維持向上（衛生推進課）

（１）　生活衛生関係営業施設の衛生確保事業

（２）　その他の事業

２　安全な水の安定的な供給（衛生推進課）

（１）　飲料水の安全確保事業

（２）　飲用井戸等の衛生対策指導

（３） 飲料水の放射性物質検査事業

３　食品等の安全性の確保（衛生推進課)

（１）　食品の安全性の確保事業

（２）　ＨＡＣＣＰによる衛生管理の導入推進（再掲）

（３） 食品の放射性物質検査事業

４　健康危機管理体制の強化(医療薬事課）

（１）　健康危機管理体制整備事業

５　災害時の保健医療福祉体制の強化（総務企画課）
（１）　避難行動要支援者の個別避難計画策定等支援

県南地域思春期保健対策推進事業

自立支援プログラムの実施状況

長期入院患者退院促進事業

妊産婦等に対する支援事業

－34－
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Ⅰ【復興へ向けた保健・医療・福祉の推進】 
 
Ⅰ－１ 復興へ向けた心身の健康管理対策の推進（健康増進課・保健福祉課） 
 
（１） 被災者健康サポート事業（健康増進課） 

  東日本大震災及び原発事故の影響により、管内の復興公営住宅等で生活している被災者等

が健康的な生活を維持していくことができるよう健康支援活動簿実施体制の整備を図りな

がら健康支援活動を実施しました。 

   

① 被災市町村との連絡会の開催 

    被災者の健康支援を被災市町村等との緊密な連携のもとに継続的に実施するため、連

絡会及び打合せを行いました。 

ア 被災市町村との連絡会 

  双葉町２回実施 

イ 関係機関との打合せ    

心のケアセンターとの打合せ      ２回 

本庁、県社会福祉協議会主催の連絡会  ３回 

 

② 被災者健康支援事業 

心のケアセンターや社会福祉協議会等関係機関との連携のもとに、借上げ住宅及び復

興公営住宅入居者等に対する訪問及び健康相談活動等を実施しました。 

ア 集団支援 

      ○県南地域に避難している男性への健康支援（男遊クラブ） 

開催場所：白河市中央老人福祉センター等 

開催回数：１２回 

参 加 者：延８２人 

内  容：運動、健康づくり、交流支援等 

      ○双葉町社協サロン(交流会) 

開催場所：白河市中央老人福祉センター 

開催回数：５回 

参 加 者：延２６人 

○白河市社協サロン 

開催場所：白河市中央老人福祉センター 

開催回数：３回 

参 加 者：延６０人 

      ○復興公営住宅健康講話 

        開催場所：復興公営住宅集会所 

        開催回数：１回 

        参 加 者：１２人 

   イ 個別支援  

〇 復興公営住宅入居者支援 

家庭訪問件数：延１２人 

（内訳：浪江町１１人、大熊町１人） 

      〇 自宅再建者への支援 

家庭訪問件数：延９４人 

（内訳：南相馬市１４人、浪江町６０人、双葉町２０人） 
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（２）子ども健やか訪問事業（保健福祉課） 

避難生活をしている、１歳または４歳の誕生日を迎えるお子さんをお持ちのご家庭の訪問支

援を行いました。 

対応状況：訪問６人、電話対応１人（浪江町６人、富岡町１人） 

 

Ⅰ－２ 県産加工食品の安全性の確保(衛生推進課) 
  
（１） ＨＡＣＣＰによる衛生管理の導入推進 

食品事業者に対し、国際標準の食品衛生管理手法であるＨＡＣＣＰによる衛生管理に 

放射性物質対策を加えた本県独自の「ふくしま食品衛生管理モデル」（通称：ふくしま 

ＨＡＣＣＰ）の導入を推進しました。 

 

①  ＨＡＣＣＰ導入のための業種別手引きの配布、説明 

ＨＡＣＣＰ導入普及のため、施設の営業形態や食品の種類ごとに作成された支援マニュ

アル「ふくしまＨＡＣＣＰ導入手引き書」を管内の新規営業許可申請者、その他対象施設

に配付し、説明しました。 

 

② 手引き書等を用いた研修会等の開催 

    食品事業者等を対象とする講習会において、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化につ

いて説明しました。 

■ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化について説明した衛生講習会 

区       分 実施回数 受講者数 

食品関係営業者等講習会 １１ ２６８ 

食品衛生責任者養成講習会 ４ １８３ 

計 １５ ４５１ 

 

③ 食品事業者の衛生管理計画への指導・助言 

県が開発したスマートフォン用アプリを活用した「ふくしまＨＡＣＣＰ導入支援研修会」

は、新型コロナウイルス感染症の影響で開催できなかったため、施設調査の機会等に必要

に応じて衛生管理計画への指導助言を行うことにより、ＨＡＣＣＰ導入の促進を図りまし

た。 
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Ⅱ【全国に誇れる健康長寿の県づくり】 
 
Ⅱ－１ 健康づくり県民運動の推進と健康づくり体制の整備 

（健康増進課・保健福祉課・総務企画課） 
 
（１） 健康長寿ふくしま推進事業（健康増進課） 

（根拠）健康長寿推進に関する基本戦略、ふくしま【健】民パスポート事業実施要領、 

ふくしま健康情報ステーション事業実施要領､｢元気で働く職場｣応援事業実施要領 

生涯にわたり健やかで心豊かに生活できる「健康長寿社会」の実現に向け、食、運動、

社会参加を 3 本の柱に、管内の関係者と一体となった地域づくりを目指し、各事業を行い

ました。 

   

① 市町村健康増進計画策定支援等 

（根拠）健康増進法第８条 

市町村の健康づくりの基本方針である健康増進計画の策定について、改訂予定の塙町に

対して支援しました。 

＜参考＞健康増進計画策定状況(令和４年度末現在） 策定済み：９市町村 

市町村名 健康増進計画 第二次健康増進計画 第三次健康増進計画 

白河市 H16 年度～H25 年度 H26 年度～H35 年度  

西郷村 H15 年度～H19 年度 H26 年度～H29 年度 H30 年度～R9 年度 

泉崎村 －     － H31 年度～R5 年度 

中島村 － H29 年度～H38 年度  

矢吹町 H22 年度～H26 年度 H27 年度～H31 年度 R2 年度～R6 年度 

棚倉町 H18 年度～H27 年度 H28 年度～H37 年度  

矢祭町 H22 年度～H26 年度 H27 年度～H31 年度 R2 年度～R6 年度 

塙 町 － H27 年度～R5 年度 

（R4 を延長） 

 

鮫川村 H22 年度～H26 年度 H25 年度～R5 年度  

 

② 市町村健康づくり推進協議会に対する支援   

    各市町村が設置する市町村健康づくり推進協議会から委員と委嘱されている市町村に出

席又は書面開催により、健康づくり施策への助言等を行いました。 

・白河市２回、西郷村１回、中島村１回（書面開催）・矢吹町２回 

 

③ 健康増進事業技術的助言 

管内市町村における健康増進事業・栄養関係事業の実施状況や実施上の課題及びその対

応等についての情報交換や相談助言を目的として、管内市町村栄養担当者会議・行政栄養

士現任教育研修会を令和４年６月２７日に開催し、県南地域の健康データ分析結果と栄養

事業について助言、検討しました。 

 

④ 健康増進事業費補助事業 

    市町村が住民の健康の向上のため実施する健康増進事業の補助事業で、計画書及び実績

等の確認・進達事務を行いました。（補助率２／３） 

 

⑤ ふくしま【健】民パスポート事業 

ア 事業の普及啓発に関すること 
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元気な職場応援事業、所主催会議・研修会、各種健康週間の機会にあわせ、チラシ等

配布による啓発活動を実施しました。 

イ 市町村との連携実施に関すること 

  市町村への実施に係る相談に対応しました。 

 

⑥ ふくしま健康情報ステーション事業（総務企画課） 

   福島県版健康データベース（FDB）事業 

令和４年度は zoom による研修会が３回開催され参加しました。 

・県及び市町村の保健師等保健事業担当職員研修会（9/27、10/20、12/15） 

 

（２）県南の地域・職域連携推進（健康増進課） 

（根拠）地域保健法第４条、健康増進法第９条、県南の地域・職域連携推進協議会設置要項 

｢元気で働く職場｣応援事業実施要領 

地域保健と職域保健が連携し、生涯を通した継続的な保健サービスを提供する体制の整 

備を図りました。 

 

①  県南の地域・職域連携推進協議会の開催 

    第１回 令和４年８月２２日（月） 

    第２回 令和５年３月（書面開催） 

 

②  地域・職域連携事業 

世界禁煙デー及び禁煙週間に合わせた普及啓発、世界 COPD デーに合わせた禁煙等の

普及啓発の実施 

 

③  元気で働く職場応援事業 

管内の中小企業・小規模事業所等のうち、２事業所をモデル事業所として選定し、福島

労働保健センター・管轄市町村・県南地方振興局等と連携しながら、事業所の健康課題や

健康増進対策のあり方等を整理し、事業所の健康増進対策や職場環境改善等の支援を行い

ました。 

   ア 検討会の開催 ４回（令和４年６月１４日、７月１２日、令和５年２月１４日(２回)） 

   イ モデル事業所における健康支援活動 

     ・民間企業提案プログラムを活用した事業の実施  

     ・モデル事業所健康増進対策の実施内容及び方法等の企画調整 

     ・元気で働く職場応援事業費補助金活用に関する支援   

           

（３）自殺予防対策の充実（保健福祉課） 

 

① 県南地域自殺対策推進協議会 

管内の自殺者の減少を図るため、市町村・医療・教育・労働・司法関係者等の関係機

関と情報共有や連携の推進を目的に実施しました。 

    日 時 令和 5 年 2 月 17 日（金） 

    参加者 20 名 

    内 容 ・「第四次福島県自殺対策推進行動計画の概要」について 

        ・県南地域の自殺の現状と取組について 

        （管内自殺統計のまとめ、関係機関における自殺対策の取組状況） 

 

 

② 自殺予防対策に係る人材育成研修会、キャンペーン等 

    自殺対策関連事業 
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（根拠）福島県自殺対策推進行動計画 

自殺者の減少に向けて「福島県自殺対策推進行動計画」に基づき、自殺予防に関する普

及啓発の推進、市町村の自殺対策への支援等を実施しました。 

   ア 市町村人材育成事業（自殺予防セミナー）の開催 

自殺対策を担う人材として「ゲートキーパー」等の養成や県民一人ひとりが差別や偏

見なく多様性に寛容でともに支えあう意識が醸成されることを目的としています。 

※当所で実施している理容衛生講習会と共催で実施。 

 日時 場所 対象 参加人数  

令和4年10月24日（月） 

13：00～14：00 

矢吹町複合施設 

kokotto 

矢吹理容師会  

11名 

イ 心の健康相談事業 

（根拠）福島県精神保健相談・訪問指導要領 

心の悩みや不安、アルコール、自殺、ひきこもりに関することなど様々な心の問題に対

して、心の健康相談窓口を設置し、精神科嘱託医及び保健師が相談に応じるとともに、精

神障がい者と医療機関の結びつけ、早期治療の促進、精神障がい者を持つ家族への対応に

関する助言等を行いました。 

相 談 区 分 開 催 回 数 
相  談  人  数   

実 人 数 延 人 数 

心の健康相談  ＊ ５   ７    ７ 

その他来所相談 随 時 ３４ ５４ 

所外相談 随 時 ５ １４ 

電話相談 随 時 １０８ ４４３ 

家庭訪問 随 時 １５ ４７ 

計 １６９ ５６５ 

注１）＊精神科医による相談  

注２）「相談人数」の「実人数」について、１人の相談者が２種類以上の「相談区分」

で相談実績がある場合（ex.その他来所相談＆電話相談）、実人数を把握するため一

番上の相談区分（ex.その他来所相談）のみに計上してます。 

ウ ひきこもり家族教室 

（根拠）福島県精神保健相談・訪問指導要領 

ひきこもりに悩む家族に集まる場を提供し、家族同士で話し合い学び合うこと、家族 

の心理的な安定を図り、ひきこもりへの対応能力を高めることを目的にひきこもり家族 

教室を実施しました。 

  参 加 者  実8人 延べ22人 

  開催場所  県南保健福祉事務所 大会議室 

開催日時 内容等 

令和4年 

６月10日（金） 

13:30～15:00 

・ミニ講話 

 「ひきこもりの理解～段階的変化と家族の関わり方～」 

講 師  福島県ひきこもり相談支援センター職員 千葉桂子氏 

・家族交流会 

 

8月12日（金） 

13:30～15:00 

・ミニ講話 

「ひきこもりを理解し、関わりを回復して行くために」 

講師 福島県ひきこもり相談支援センター職員 千葉桂子氏 

・家族交流会  

助言者 福島県ひきこもり支援センター職員 

      県南保健福祉事務所職員 
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10月7日（金） 

13:30～15:00 

 

・当事者の体験談「ひきこもりからの小さな世界」 

 講師 NPO法人 から・ころセンター 渡部祐紀氏 

・家族交流会  

助言者 福島県ひきこもり支援センター職員 

      県南保健福祉事務所職員 

 

12月23日（金） 

13：30～15：00 

・ミニ講話「金銭面から本人の将来を考える」 

 講師 福島県ひきこもり相談支援センター 千葉桂子氏 

・家族交流会  

助言者 福島県ひきこもり支援センター職員 

      県南保健福祉事務所職員 

 

③ 自殺対策緊急強化基金事業(市町村事業補助金) 

自殺対策緊急強化基金事業 

（根拠）福島県自殺対策緊急強化基金事業実施要綱 

自殺者数の減少を図るため、県民ひとりひとりが追い込まれることなく、早期に相談窓

口を活用できるよう普及啓発活動等を実施し地域における自殺対策の強化を推進しまし

た。 

ア 普及啓発事業 

一般住民に対して、自殺や心の健康等に関する正しい知識や各種相談窓口の普及のた

め、自殺予防キャンペーンを実施しました。 

開 催 日  場    所 主な内容 配布数 備 考 

令和4年9月 

8日 

白河高校、白河第二高校 

白河旭高校、白河実業高校、

修明高校、塙工業高校、 

光南高校 

チラシ及び

啓発グッズ

の配布 

1,291部 
生徒（1年生）と

教職員へ配布 

令和5年2月 

21.22日 

管内地域包括支援センター 

計11箇 
1,010部 

管内高齢者へ相

談窓口を周知す

るため配布 

令和5年2月22日 
白河労働基準監督署、白河

公共職業安定所 
150部 

職員や来所者へ

周知するため配

布 

イ 市町村自殺対策強化支援事業 

（根拠）福島県自殺対策強化交付金交付要綱 

地域における自殺対策強化に必要な経費を交付し、地域の実情を踏まえて自主的に取 

り組む市町村の活動を支援するため、補助金を交付しました。 

・補助金交付市町村数       ９市町村 

・補助金交付額    ２，０１２，０００円 

（根拠）福島県新型コロナウイルス感染症セーフティネット補助金交付要綱 

地域における新型コロナウイルス感染症対応した自殺対策防止事業に必要な経費を交 

付し、地域の実情を踏まえて柔軟かつ機動的に取り組む市町村の活動を支援するため、補

助金を交付しました。 

・補助金交付市町村数       １市町村 

・補助金交付額      ２３１，０００円 
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ウ うつ病家族教室 

うつ病の方の家族に対して、うつ病の基礎知識や対応方法の基本などの必要な情報を

伝えるとともに、自身の健康に目を向ける機会や家族同士の気持ちを分かち合う場を提

供すること、また家族の支える力を高めることを目的として、うつ病家族教室を開催し

ている。 

※令和４年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から開催を中止した。 

（４）自らの能力を発揮できる地域づくりの推進（保健福祉課） 

 

①  老人クラブ活動等事業 

（根拠）福島県老人クラブ活動等事業実施要綱 

老人クラブが行う、高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを進める活動や、ボランテ

ィア活動をはじめとした地域を豊かにする活動等に対し補助金を交付しました。 

・実施市町村      ９市町村 

・補 助 額  ２，３６５千円 

 

② 百歳高齢者知事賀寿事業 

（根拠）百歳高齢者知事賀寿実施要綱 

百歳の高齢者に対し、その長寿を祝い、併せて県民の間に広く老人福祉についての関心

と理解を深めるとともに、老人の健康の増進に努める意欲を高めることを目的に、知事か

らの祝状及び記念品を贈呈しました。 
・令和４年度贈呈者数  ５４人 

 (令和３年度 ５３人、令和２年度 ４６人、令和元年度 ３５人、平成３０年度 
３１人、平成２９年度 ４１人、平成２８年度 ３７人、平成２７年度 ２６人、
平成２６年度 ４３人、平成２５年度 ２４人、平成２４年度 ２２人) 

 

（５）保健師・栄養士等現任教育支援事業（総務企画課） 

 

①  地域保健福祉活動推進研修 

（根拠）地域保健福祉活動推進研修実施要領 

市町村及び関係機関等において地域保健福祉事業及び活動に従事する関係者の資質の向

上を図り、地域保健福祉対策が推進することを目的に開催しています。 

研修名：「地域診断研修」 

          市町村新任期保健師・栄養士等を対象に、令和４年９月、１２月、令和５

年３月に実施しました。 

 

② 保健師現任教育 

ア 集合研修 

第１回 日 時：令和４年 10 月 19 日(水)13:30～15:45 

      場 所：県南保健福祉事務所会議室 

      研修名：市町村現任教育支援管理者研修 

内 容：講義・情報提供・情報交換 

      講 義：「人材育成・人事管理のマネジメント」 

      講 師：公立大学法人福島県立医科大学看護学部教授 髙橋 香子 

出席者：21 名 

  第２回 日 時：令和４年 12 月 19 日(月)13:00～15:30 

      場 所：県南保健福祉事務所会議室 

      内 容：講義・事例検討会 

      講 義：「事例検討の進め方」 

     講 師：公立大学法人福島県立医科大学看護学部講師 阿久津 和子 

      出席者：22 名 
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イ 市町村新任期保健師･栄養士現任教育支援事業 

     ・県南地域市町村保健師･栄養士現任教育運営検討会 

        日 時 ：令和４年 7 月４日（月）13:35～15:35 

        場 所 ：県南保健福祉事務所会議室  

実施回数 １回    

構成員 管内各市町村・県南保健福祉事務所統括保健師 １４人 

・新任期保健師・栄養士研修及び情報交換会   

        実施回数 ３回   参加者延べ数 ７４人 

 

③ 行政栄養士現任教育研修会（健康増進課） 

県及び市町村行政栄養士のスキルアップを図るための研修会を２回開催しました。 

    ア 第１回 日時 令和4年6月27日（月）10：00～15：00 

場所 県南保健福祉事務所 大会議室 

内容 情報交換「今年度の県・市町村の栄養・食育業務について」 

   グループワーク「我が市町村が自然に健康になれる食環境づくり」 

参加者 ９名 

イ 第２回 日時 令和4年12月22日（木）14：00～15：30 

場所 サンフレッシュ白河 

内容 行政説明「ふくしま“食の基本”推進事業について」 

   実践報告「地域が一体となった食環境づくりについて」 

   協議「県南地域の各関係機関におけるふくしま“食の基本”等の普

及啓発について」 

       参加者 ２９名（うち行政栄養士現任教育研修会対象者７名） 

  
Ⅱ－２ 生活習慣病等対策の推進(健康増進課) 
 
（１）健康長寿のための予防啓発事業（健康増進課） 

 
  ① 保健福祉事務所における普及啓発活動 

下記普及月間時に、以下のキャンペーン並びに、当所ホームページへの情報掲載、当所

・管内県出先機関・事業所等でのチラシ・ティッシュ等の設置配布、のぼり旗の掲示等を

実施し、啓発を行いました。 

ア 「世界禁煙デー」及び「禁煙週間」（5/31-6/6） 

◇普及啓発資材の配布 

場  所：管内事業所、県出先機関、市町村等 

    実施内容：喫煙率や健康影響、禁煙、受動喫煙防止等のチラシ 1800 部、 

チラシ付きウェットティッシュ 410 個 

イ 健康増進普及月間（9/1～9/30） 

    ◇当所における普及啓発資材の掲示 

◇特定給食施設及びうつくしま健康応援店（８８店舗）に対する普及啓発依頼 

ウ 世界ＣＯＰＤデー（11/18） 

     ◇当所における普及啓発資材の掲示 

     

② 受動喫煙防止対策に関する相談・啓発 

健康増進法（受動喫煙防止）に関する施設類型に応じた禁煙のルール等の周知や受動喫 

煙の健康影響に関する普及啓発を行いました。 
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ア 相談対応 

対応種別 件数 相談者 

電話 ２ 第２種施設（飲食店）２ 

来所 １ 第２種施設（事業所等）１ 

実地調査・訪問指導 １ 第２種施設（事業所等）１ 

イ 義務違反の情報提供･通報等による対応 

施設種別 件数 所在市町村または施設種別等 

飲食店 ０  

事業所等 ０  

立入検査件数 ０  

ウ 既存特定飲食提供施設における喫煙可能室設置届出 

      届出件数 ０件 

エ 喫煙防止教育のための教材の整備と貸出及び提供 

 件数 貸出先 

媒体貸出（喫煙対策） ３ 小学校 1 件、薬局２件 

オ 出前講座 0回 

   カ 改正健康増進法（受動喫煙防止措置）に関する周知活動 

食品衛生講習会等における周知活動 

 

③ 「空気のきれいな施設・車両」の拡大 

禁煙に取り組む施設を登録・紹介することで、たばこの煙にふれない環境づくりを推進

しています。 

     申請・届出件数 

種別 新規申請 変更申請 辞退届 年度合計 管内総計(R5.3 月末現在) 

施設 6 0 0 6 121 件 

車両 0 0 0 0 3 事業所、52 台 

 

（２）特定給食施設管理事業（健康増進課） 

 

 ① 特定給食施設等巡回指導 

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、栄養管理が必要な施設

に対し、指導を実施しました。 

ア 特定給食施設数 

 H31(R元)年度 R2年度 R3年度 R4年度 

特 定 給 食 施 設          ７２ ７４ ７４ ７４ 

小規模特定給食施設 ５６ ５３ ５４ ５４ 

計 １２８ １２７ １２８ １２８ 

イ 巡回指導 

 H31(R元)年度 R2年度 R3年度 R4年度 

実 施 施 設 数        ５４ ５６ ６７ ５５ 

  

② 特定給食施設等講習会の開催 

 H31(R元)年度 R2年度 R3年度 R4年度 

開 催 回 数         ２ ２ １ ３ 

参 加 延 人 数         １２４ １１２ ２５ ９３ 

参 加 延 施 設 数         ９３ １１２ ２２ ８６ 
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   ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和３年度は事業所及び寄宿舎のみ実施。 

 

（３）ふくしま“食の基本”推進事業（健康増進課） 

福島県民の食習慣の課題（食事バランスの乱れ、若い世代の野菜摂取不足、塩分の過剰摂

取）を改善するために、県南地域におけるふくしま“食の基本”（バランスのよい食事「主

食+主菜+副菜」+「減塩」）及びベジ・ファーストの普及啓発及び実践に結びつける方策を検

討しました。 

 

①  ふくしま“食の基本”推進キャンペーン ２回 

下記の機会において、当所ホームページへの情報掲載、のぼり旗の掲示、管内県出先機

関・事業所等への情報提供及びチラシの配布及び村民文化祭における普及啓発活動等を実施

し、福島県民の健康状況や県南地域の健康課題、バランスの良い食事＋減塩、ベジ・ファ

ーストに関する普及啓発を行いました。 

ア 食育月間における普及啓発活動（6/1～6/30） 

◇当所ホームページへの情報掲載 

 掲  載  日：令和４年６月１日（水） 

◇普及啓発資材の掲示 

 実  施  日：令和４年６月１日（水）～６月３０日（木） 

場    所：県南保健福祉事務所 

    普及啓発資材：のぼり旗２種（食育月間、減塩＆野菜）各１枚 

◇管内９市町村の普及啓発 

当所作成チラシを送付し、住民に対する普及啓発を依頼した。 

送 付 物：チラシ各１０枚、 

補  足：チラシについては HP よりダウンロードできる旨を伝えた。 

◇食生活改善推進員の普及啓発 

当所作成チラシを送付し、住民に対する普及啓発を依頼した。 

送 付 物：チラシ各１００枚、 

補  足：チラシについては HP よりダウンロードできる旨を伝えた。 

◇特定給食施設及びうつくしま健康応援店に対する普及啓発 

送 付 物：チラシ 各１枚、 

補  足：チラシについては HP よりダウンロードできる旨を伝える。 

イ 食生活改善推進運動期間における飲食店への健康情報提供（令和４年 9 月） 

   ◇のぼり旗の掲示 

    普及啓発のぼりを掲示し、来庁者への普及啓発を図った。 

時  期：令和４年９月上旬～令和４年９月３０日（金） 

    場  所：県南保健福祉事務所 玄関前スロープ 

    掲 示 物：のぼり１種（減塩＆野菜） １枚 

◇うつくしま健康応援店に対する健康情報の提供 

    うつくしま健康応援店に普及啓発チラシの健康情報を提供し、利用者と従業員の 

健康意識の向上を図った。 

    時  期：令和４年９月中 

    対象施設：県南管内のうつくしま健康応援店 

    実施方法：対象施設８８施設にチラシを郵送した。 
ウ 村民文化祭における普及啓発活動 

       日   時：令和４年１１月６日（日）１０：００～１５：００ 

       対   象：来場者（子どもを含む地域住民） 

       場   所：泉崎村中央公民館（屋内ゲートボール場） 

            実 施 者：福島県県南保健福祉事務所・公益社団法人福島県栄養士会 
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        内  容：当所作成チラシの配布及び呼びかけ 

栄養相談コーナー（野菜350ｇ重量当てクイズ、栄養相談）の設置 

 

② ふくしま“食の基本”推進のための人材育成事業 

ア ふくしま”食の基本”推進検討会 1 回 

    日  時 令和４年１２月２２日（木） 

参加機関 学校給食研究会栄養士部会県南方部、 

学校保健会東西しらかわ支部養護教諭研究会、 

福島県保育協議会県南支部、西白河幼稚園・こども園教育研究会、 

県南地域食生活改善推進協議会、公益社団法人福島県栄養士会県南支

部、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同組合、白河飲食業組

合、管内９市町村教育委員会、管内９市町村、県南教育事務所、県南

農林事務所                     計２９機関 

内  容 

 説  明「ふくしま“食の基本”推進事業について」 

 実践報告「会津若松市における地域が一体となった食環境づくりについて」 

情報共有「関係機関における、ふくしま“食の基本”及びベジ・ファーストの 

実践に向けた取り組みについて」 

イ ふくしま”食の基本”推進のための人材育成研修会 1 回 

   ※令和４年度県南地域特定給食施設等講習会（事業所、寄宿舎）と併せて実施。 

日  時 令和４年１０月２６日（水） 

参 加 者 県南管内の事業所、寄宿舎              計１２施設 

内   容 講 義 Ⅰ「給食施設の衛生管理について」 

 講 義 Ⅱ「給食施設の栄養管理について」 

事例発表「社員食堂を活用した健康づくりの取組について」 

 

③ うつくしま健康応援店の普及拡大 

  応援店の登録について ：新規登録店舗２店舗 

応援店への支援について：健康講座（健康情報提供） 2 回 88 店舗 

健康応援店登録状況  ：新規登録店２店舗、廃止 0 店舗、管内応援店 89 店舗 

 

（４）健康長寿サポーター養成講座（健康増進課） 

 

① 「健康長寿サポーター養成」出前講座の実施 

健康長寿を目指し、働き盛り世代の県民を中心に、出前講座の一環として「健康長寿サ

ポーター養成講座」を実施しています。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症拡大のため、出前講座中止となり開催実績は

ありませんでした。 

  

（５）歯科保健対策（健康増進課） 

 

  ① 市町村歯科保健強化推進事業 

市町村の地域特性に応じた支援を行うために、市町村歯科保健強化推進検討会を開催し、

歯科保健支援体制の構築を図りました。 

ア 歯科保健情報システムの運用 

例年、市町村の歯科保健に関する情報について、集計、分析を行い、市町村歯科
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事業評価及び計画を支援しています。           (参照資料編 表１) 

   イ 市町村歯科保健強化推進検討会のオンライン開催    （④－ア記載内容参照） 

   ウ 市町村歯科保健強化推進研修会 

     日  時 令和４年１２月１４日（水） 

     場  所 マイタウン白河 

     開催方法 ハイブリット開催 

内  容 情報提供「福島県及び県南地域の歯科保健の状況について」 

     講  演「生活習慣病と歯周病について」 

 

② 地域歯科保健活動推進事業 

地域保健対策における歯科口腔に関する地域住民の健康の保持及び増進を推進させるこ

とを目的に実施しました。 

ア 地域における歯科保健事業に関する企画、調整、指導の実施 

(ｱ) 市町村フッ化物洗口事業への支援 

   フッ化物洗口継続実施のため下記事項を行いました。 

   ・ 歯科保健事業を効果的に実施するための統計データの提供 

   ・ 各市町村からの相談対応（電話相談１１件、講師派遣２件） 

イ 歯科保健対策の推進に必要と認められる事項 

(ｱ) 歯科保健の普及啓発に関すること 

（出前講座０回 感染対策のため申込み受付しませんでした。） 

(ｲ) 歯科保健に関する相談、情報提供等（計２件） 

(ｳ) 歯と口の健康週間における啓発活動 

  実施期間：令和４年６月４日～１０日 

  実施内容：啓発資材（ポスター、のぼり）の掲示 

啓発資材（当所作成啓発チラシ）配布 ２０部 

ホームページへの情報掲載 

 

③ ヘル歯―ケア推進事業 

生涯を通した歯の健康づくりを推進するため、在宅療養者らに対し口腔保健指導を行うと

ともに、施設等の保健担当者への助言指導を行いました。 

 なお、相談及び家庭訪問については、特定医療費助成事業（指定難病）アンケートの要 

望に応じて歯科に関する相談を行いました。 

   ア 相談 

  下記対象者に対し、口腔保健指導及び助言指導を行いました。 

施設名 実人数 延人数 

難病患者・障がい児者  ２人  ２人 

援護者  ２人  ２人 

計  ４人  ４人 

イ 家庭訪問指導 なし 

   ウ 施設支援なし(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため) 

 

④ 子どものむし歯緊急対策事業 

子どものむし歯を予防するため、市町村において乳幼児及び小学校の児童・生徒を対象

としてむし歯予防事業を総合的、体系的に実施することにより、地域における歯科保健水

準の向上を図ることを目的とし、以下の事業を行いました。 
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ア 子どものむし歯緊急対策検討会の開催（1 回 オンライン開催） 

  市町村歯科保健強化推進検討会と併せて開催。 

日  時：令和４年１１月１０日(木)  関係機関に送付 

関係機関：管内歯科医師会、歯科衛生士会、市町村歯科保健担当者、市町村教育委員

会、県南教育事務所 

内  容：説  明 「県内及び管内の乳幼児及び学齢期の歯科保健データ及びフッ 

化物洗口継続実施後のデータについて」  

情報共有 「成人期の歯科保健事業の実施状況共有及び課題等について」 

イ フッ化物洗口事業に対する補助 

就学前集団施設(保育所・幼稚園・認定こども園等)及び小学校において、フッ化物洗

口を実施する１市に対して補助しました。 

 

Ⅱ－３ 地域包括ケアシステムの深化と推進(総務企画課・保健福祉課・医療薬事課) 
 

（１）在宅医療・介護連携の推進 

 

① 県南地域在宅医療・介護連携推進会議 

新型コロナウイルス感染症対策のため開催を見送りました。 

 

② 県南地域における退院支援ルール運用評価会議 

在宅医療・介護連携の推進と、退院後の高齢者の円滑な在宅復帰を目指す「県南地域に

おける退院支援ルール運用評価会議」を書面開催しました。  

    内 容 退院支援ルールの運用状況、ガイドラインの改訂について 

 

③ 地域医療構想調整会議 

   県南地域の医療構想の実現に向けた関係者との会議を開催しました。  

  ア 第１回 

日 時：令和４年１１月９日（水） 

    場 所：県南保健福祉事務所 大会議室 

    内 容：福島県地域医療構想検討課題調査事業について 他 

  イ 第２回 

日 時：令和５年３月 

    場 所：書面開催 

    内 容：外来機能報告制度及び紹介受診重点医療機関について 

第八次医療計画について 他 

   

Ⅱ－４ 健全な食生活を育むための食育の推進(健康増進課) 
 
（１）市町村栄養・食生活支援事業（健康増進課） 

 

 ① 市町村栄養士資質向上のための研修会及び検討会等 

ア 市町村食育推進計画策定に向けた支援 

   令和４年度に食育推進計画改定予定の町村へ進捗状況確認や助言等を行いました。 

       支援対象 ２町村（棚倉町・塙町） 

支援回数 ２回 

       内  容 食育推進計画改定作業に関する支援、行政栄養士業務等について 
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イ 市町村栄養業務担当者会議 ２回 

   第１回 日    時：令和４年６月２７日（月） 

      会    場：当所 大会議室 

      内    容：令和４年度の県・市町村の栄養・食育業務についての情報交換と 

            自然に健康になれる食環境づくりについてのグループワーク 

      参 加 者：７市町村９名 

第２回 ふくしま“食の基本”推進検討会（Ⅱ－２（３）②）と合同開催 
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Ⅲ 【地域医療の推進】 
 
Ⅲ－１ 医療従事者等の確保と資質の向上（総務企画課） 

 

（１）医師定着促進事業 

 

 ① 地域医療体験研修 

県内外の医学生を対象に、地域医療の現状視察や地域住民との交流などの場を提供し、

東白川地域等における地域医療や地域の現状について理解を深めてもらうため、宿泊体

験研修を実施しました。 

【実績】 

日  時：令和 4 年 9 月 28 日 

参加者：１６名（福島県立医科大学３年生） 

内 容：塙厚生病院、特別養護老人ホームユーアイホーム等医療・介護現場の視察 

医師等医療関係者との懇談会 

  

② 福島県立医大と連携した体験型実習の実施 

“ひがししらかわ”ふれあい交流事業 

地域医療に従事する医師確保の推進のため、福島県立医科大学での実習とタイアップ

し、医学生が東白川地域の生活を地域住民とのふれあいを通して学ぶことができる体験

型実習を実施しました。 

【実績】 

日 時：令和 4 年 11 月～12 月 

参加者：１０名（福島県立医科大学３年生） 

内 容：福島県立医科大学医学部の学生が健康問題を課題とする家庭を訪問し、交流

を通じて課題を把握する。 

 

 ③ 小学生を対象とした医療現場見学等の親子学習会の開催 

“ひがししらかわ”未来の医療人は君だ！事業 

小学生のうちから、地域医療等について学ぶ機会を提供し、地域医療等への関心を高

めるため、夏休みに親子学習会を実施していますが、新型コロナウイルス感染症対策の

ため中止しました。 

【実施計画】 

日 時：令和４年 7 月 26 日（予定） 

参加申込者数：１９名 

内 容：東白川郡管内の小学校４～６年生及びその保護者を対象に医療福祉関係の事

業所見学を通じて地域医療への関心を醸成する（病院見学～特別養護老人ホー

ム（介護食・介護器機体験）・見学～医療器機工場見学（内視鏡操作体験））。 

 

（２）臨床研修医、実習生に対する研修 

 

① 医師臨床研修「地域保健・医療」研修 

  (根拠）医師法及び「福島県保健福祉事務所標準研修プログラム」 

平成１６年度から医師臨床研修制度に基づく「地域保健・医療」研修がスタートしたこ

とに伴い、臨床研修病院から研修医を受入れ、当事務所における研修プログラムに基づき、

県南地域の保健・医療の現状を踏まえながら地域保健・医療研修の充実に努めました。 

人 数：７人 

時 期：令和 4 年 6 月 1 日～令和 5 年 1 月 27 日 

期 間：各３日間 
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② 実習生に対する教育・実習指導 

（根拠）福島県保健医療福祉関係実習生受入実施要綱 

保健福祉事務所の実習を通して、地域保健福祉活動の理解を深めることを目的に、保健

医療・福祉学生等の実習指導を行いました。 

■実習生受入状況 

養 成 施 設 名 実習人数 実 習 期 間        

福島県立医科大学看護学部２年 １５人 令和4年 9月26日(一斉講義) 

令和4年 9月27日～9月29日 

    10月3日～10月5日 

ポラリス保健看護学院４年 ８人 令和4年5月30日(一斉講義) 

郡 山 女 子 大 学 ３ 年 ２人 令和4年8月22日～ 8月26日 

 

Ⅲ－２ 安全・安心な医療サービスの確保（医療薬事課） 
 

（１）地域医療体制の整備 

 

 ① 医療安全研修会の開催 

   新型コロナウイルス感染症の流行状況を考慮し、開催を中止しました。 

 

② 県南地域医療安全ネットワーク会議の開催 

医療現場における事故の減少及び医療安全管理体制の充実を図り、各病院の医療安全管

理者間の情報交換及び医療安全に関する意識向上のため、医療安全ネットワーク会議を開

催しました。 

   日 時：令和４年１０月７日（金） 

  場 所：福島県立矢吹病院（現 福島県立ふくしま医療センターこころの杜） 

内 容：医療法の構造設備基準について、医療保護入院制度について、精神科病院におけ

る医療安全対策について、病院見学 他 

 

③ 医療法に基づく医療機関への定期的立入 

病院、診療所、助産所等について、関係法令に規定された構造設備及び人員の配置状況、

安全管理のための体制が確保されているか等について医療法第 25 条に基づく立入検査を

実施し、県民に適正な医療の提供がなされるよう指導・助言を行いました。 

（参照資料編 表 2） 

■医療監視実施数   

立入実施数 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

病院 8 8 8 7 7 

一般診療所 36 28 20  1 

歯科診療所 24 26 9 10 2 

助産所 1 1    

施術所 19 18 9 2  

歯科技工所  8 2 1  

合計 88 89 48 20 10 

 

④ 医療相談 

患者や家族から寄せられた医療に関する苦情や相談について、迅速に対応するとともに、

医療機関へ情報提供及び指導を実施しました。また、相談内容により他部署への紹介を行

いました。 

医療相談件数  １６件 
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⑤ 医療法等に基づく許認可事務 

医療機関の開設許可、使用許可等の事務を行いました。 

診療所開設許可     ７件 

病院診療所変更許可   ９件（病院 ５・診療所 ４） 

病院診療所使用許可   ６件（病院 ５・診療所 １） 

 

（２）救急医療体制の整備（医療薬事課） 

 

 ① 県南地域救急告示病院の夜間休日診療体制情報の集約と提供 

  ア 県南地域救急医療対策協議会の実施 
地域の救急医療体制の整備、充実を図るため、医療・行政・消防の関係機関による協

議を必要に応じ開催することとしています。 

日 時：令和５年３月（書面開催） 
    内 容：消防機関への救急要請における傷病者搬送の実態調査、令和４年度休日当番

医利用状況、病院群輪番制実績、令和５年度休日救急医療当番 他 

イ 第二次救急医療体制の整備 

休日、夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の救急医療体制については、

救急医療輪番病院群により実施しています。 

■第二次救急医療機関                   令和 5 年 3 月 31 日現在 

医療機関名 住      所 
病院群
輪番制 

救 急 

病 院 
福島県厚生農業協同組合連合会 

白河厚生総合病院 
白河市豊地上弥次郎2-1 ○ ○ 

医療法人社団恵周会 
白河病院 

白河市六反山10-1 ○ ○ 

公益財団法人会田病院 西白河郡矢吹町本町216 ○ ○ 

福島県厚生農業協同組合連合会 

塙厚生病院 
東白川郡塙町大字塙字大町1丁目5 ○ ○ 

計  ４ ４ 

 

（３）献血者の確保（医療薬事課） 

 

 ① 街頭献血キャンペーン 

令和４年 ７月 11 日（月） 白河市立図書館「りぶらん」 

令和４年 11 月 28 日（月） 白河市立図書館「りぶらん」 

 

 ② 献血協力事業所等の訪問 

市町村、福島県赤十字血液センター、保健福祉事務所の３者により事業所を訪問し、献

血への理解と協力を呼びかけました。 

４日間（令和４年６月 10 日、７月 11 日、10 月 21 日、11 月 28 日） 

訪問事業所数（延べ） ３７件 

  

③ 市町村献血担当者会議の開催 

   県南地域の献血を推進し、血液の安定的な確保を図るため、市町村・福島県赤十字血液 

センター・骨髄バンク推進連絡協議会の担当者間の会議を開催しました。 

  日 時：令和５年１月（書面開催） 

  内 容：血液事業の現状、令和５年度に向けた今後のスケジュール、骨髄バンク 他 
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 ④ 献血併行型骨髄ドナー登録の実施 

福島県骨髄バンク連絡協議会と連携し、各地域での献血バス運行時に骨髄バンクドナー登

録会を開催しています。また、当所においても毎週水曜日に予約制で登録を受け付けていま

す。 

■管内の骨髄バンク登録者数の推移 

年 度     Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 

開催件数（件） 15 18 15 21 21 

登録者数（人） 77 83 59 76 67 

 

（４）医薬品の有効性・安全性の確保（医療薬事課） 

 

 ① 薬局等薬事営業者の立入検査 

医薬品等の安全を確保するため、医薬品等の製造業者や薬局、店舗販売業者等の立入検

査を実施し、医薬品等の適正管理や法令の遵守状況の監視指導を行いました。 

■薬事監視結果                        令和 5 年 3 月 31 日現在 

業  種  別 
対 象 

施設数 

立入検査施設数        違   反 

発見数 

処分件数 

実 数 延 数 説 諭 その他 

医薬品  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬局 52 8 8 3 3  

製造業 
専業 5 2 2    

薬局 2      

製造販売業（薬局のみ） 2      

店舗販売業 38 4 4    

卸売販売業 4      

薬種商販売業       

特例販売業       

配置販売業 1      

医薬部外品  

 製造業 6 4 4    

化粧品  

 製造業 5 3 3    

医療機器  

 

 

 

 

 

 

製造業 10 1 1    

修理業 2 1 1    

販売業    
高度管理医療機器等         55 16 16 7 7  

管理医療機器 259 6 6 1 1  

貸与業 
高度管理医機機器等         18 5 5 2 2  

管理医療機器 17      

再生医療等製品販売業 1      

合  計 477 50 50 13 13  

令和３年度 466 54 54 12 12  

令和２年度 455 59 61 12 12  

令和元年度 449 78 86 23 23  

平成３０年度 437 102 114 46 46  
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○薬局開設・医薬品販売業の許可事務 

■薬局・医薬品等販売業等の許可等処理件数             令和 5 年 3 月 31 日現在 

区  分 新 規 
許 可 

更 新 

許 可 証 書 
変更届 廃止届 休止届 再開届 

書換交   付 再交付 

薬   局 1 11   122    

医
薬
品
販
売
業 

店舗 1 4   73 1   

卸売  1   2    

薬種商         

特例         

配置         

配置身分証明書 3 3    ※3   

薬局医薬品製造販売業         

薬局医薬品製造業         

高度管理医療機器等販売･貸与業 1 4   10 1   

高度管理医療機器等販売業 2 12   19    

高度管理医療機器等貸与業         

管理医療機器販売･貸与業 2     1    

管 理 医 療 機 器 販 売 業 13     18 5   

管 理 医 療 機 器 貸 与 業         

再生医療等製品販売業          

合  計 23 35   245 10   

令和３年度 16 24   276 6   

令和２年度 19 12   246 12   

令和元年度 15 18 1  247 8   

平成３０年度 38 22 9  272 20   

                                ※返納届  

② 毒物劇物営業者の立入検査 

毒物及び劇物取締法に基づき、毒物劇物製造業者及び販売業者、業務上取扱者に対して、

監視指導を行い、事故の未然防止に努めました。 
■監視指導実施結果                     令和 5 年 3 月 31 日現在 

業 種 別 
対 象 

施設数 

立入検査 

施 設 数 

違反発見 

件  数 

処 分 件 数 

説 諭 その他 

毒物劇物製造業 2     

毒物劇物輸入業      

販

売

業 

一般 42 9 7 7   

農業用品目 42 10 15 15  

特定品目 1     

業

務

上 

電気メッキ業 1     

金属熱処理業      

運送業 1     

届出不要      

特定毒物使用者 1     

特定毒物研究者      

合  計 90 19 22 22  

令和３年度 89 6 2 2  

令和２年度 90 11 5 5  

令和元年度 89 36 13 10 3 

平成３０年度 87 45 20 18 1 
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○毒物劇物販売業の登録事務 

■毒物劇物販売業登録等の事務処理件数              令和 5 年 3 月 31 日現在 

区   分 新 規 
登 録 

更 新 

登  録  票 

変更届 

責任者

・設置・

変更届 

廃 止 書 換 

交 付 

再交付 

 製造・輸入業      1  

販

売

業 

一般 1 11    9  

農業用品目 1 9    6 1 

特定品目  1  1    

 特定毒物使用者        

 特定毒物研究者        

 業務上取扱業者        

合  計 2 21  1  16 1 

令和３年度 1 15    12 2 

令和２年度 1 5   2 15  

令和元年度 4 8 1  2 14 2 

平成３０年度 6 16 1  7 12 2 

 

③ 麻薬等取扱施設の立入検査 

 ア 麻薬取扱者指導取締事業 

麻薬及び向精神薬取締法に基づき、麻薬取扱施設の監視指導を行いました。 

・立入検査   21 件 

・麻薬取扱施設数 

   95 施設（卸・薬局・病院・一般診療所・歯科診療所・動物診療施設・研究者・家庭麻薬製造業者） 

■麻薬取扱者数                         令和 5 年 3 月 31 日現在 

卸売業者 小売業者 施用者 管理者 研究者 家庭麻薬 

製造業者 

合計 

3 43 189 15 1 1 252 

イ 覚醒剤等取扱者指導取締事業 

覚醒剤取締法に基づき、覚醒剤原料取扱施設の監視指導を行いました。 

・立入検査   17 件 

■覚醒剤等取扱件数                                令和 5年 3月 31日現在 

施用機関 覚醒剤研究者 原料研究者 原料取扱者 原料取扱施設 合 計 

0 0 1 4 241※ 246 

※原料取扱施設（病院・一般診療所・歯科診療所・動物診療施設・薬局） 

ウ 向精神薬取扱者指導取締事業 

麻薬及び向精神薬取締法に基づき、向精神薬取扱施設の監視指導を行いました。 

・立入検査   19 件 

■向精神薬取扱施設数        令和 5 年 3 月 31 日現在 

製造製剤業者 試験研究施設 取扱施設 合 計 

0 1 245※ 246 

※取扱施設（病院・一般診療所・歯科診療所・動物診療施設・薬局・卸） 

 

④ 麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬免許等事務 

ア 麻薬取扱者免許事務件数 

・免許申請 135 件 ・免許証記載事項変更届 35 件 ・業務廃止届 18 件 
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イ 麻薬に関する届出件数  

・麻薬事故届   7 件 ・調剤済麻薬廃棄届 43 件 ・麻薬廃棄届  22 件  

・麻薬現在量届 2 件 ・麻薬譲渡届       0 件 ・麻薬受払等届 90 件 

・麻薬営業者法人役員変更届  10 件 

 

⑤ 覚醒剤取締法に基づく覚醒剤取扱指定等事務 

・覚醒剤原料取扱者指定申請 1 件 

・覚醒剤原料廃棄届  1 件  覚醒剤原料事故届  0 件 

・交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届 １件 

・交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届 １件 

 

⑥ 不正大麻・けし撲滅運動の実施（5 月 15 日～7 月 31 日） 

不正大麻・けし撲滅運動に関するポスターを所内へ掲示し、来所者への注意喚起を行う

とともに、広く地域住民へ啓発するため、市町村や関係機関へポスターの掲示を依頼し、

リーフレットの配布を行いました。また、大麻・けしの不正栽培や自生状況を確認するた

め地域の巡回を実施しました。 

大麻・けし発見件数 0 件 

 

（５）薬物乱用の防止（医療薬事課） 

 

① 小中高等学校等の薬物乱用防止教室    

・管内の高等学校２校に講師を派遣し、薬物乱用防止教室にて講話を行いました。また、

横浜税関小名浜税関支所福島空港出張所職員による麻薬探知犬のデモンストレーションを

見学し、参加者に対し薬物乱用防止の啓発を行いました。 

   ・各学校が実施する薬物乱用防止教室に、DVD の貸出及び啓発資材の提供を行いました。 

    

② 薬物乱用防止に係る普及啓発 

ア 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（6 月 20 日～7 月 19 日）及び麻薬・覚醒剤・大麻乱用 

防止運動（10 月 1 日～11 月 30 日） 

  ・各運動については、所内にポスターの掲示及び来所者へリーフレットの配布を行い、ま

た、関係機関へもポスターの掲示を依頼し、広く住民へ薬物乱用防止を呼びかけました。 

・薬物乱用防止指導員が実施する街頭啓発活動において、地域住民へ配布する啓発資材を

提供し、地域住民へ啓発を行いました。 

     イ 薬物乱用防止指導員協議会の育成指導 

薬物乱用防止指導員に、管内の高等学校２校において実施した薬物乱用防止教室を見

学していただくとともに、薬物乱用防止のDVDの視聴、啓発資材を使用した自己学習な

どを行うことにより、薬物乱用防止に係る知識の向上を図りました。 

 

Ⅲ－３ 感染症対策の推進（医療薬事課） 
 
（１） 感染症対策の推進（医療薬事課） 

  

 ① 平常時対策 

（根拠）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法） 

感染症に関する正しい知識の普及、情報の収集・分析や公表、人材の養成・資質の向上、

感染症発生時の医療提供体制の整備等を行いました。 
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② 令和４年度県南地域新型インフルエンザ等対応訓練（病院実動訓練） 

      福島県新型インフルエンザ等対策マニュアルに基づき、管内の救急告示病院の協力を得

て、令和２年度まで毎年実施していましたが、令和３年度以降は、新型コロナウイルス感

染発生に伴い実施していません。 

③ 所内における研修会の開催 

新型コロナウイルス感染症発生時に速やかに対応し、感染拡大防止を図るために保健所

内の体制と対応等について、研修を実施しました。 

     日 時：令和 4 年 4 月 18 日、令和 4 年 4 月 19 日、令和 4 年 4 月 20 日 

場 所：県南保健福祉事務所 会議室 

     参加者：県南保健福祉事務所職員 

     内 容：個人防護具着脱訓練等 

 

④ 感染症発生動向調査事業 

 （根拠）福島県感染症発生動向調査事業実施要綱 

ア 感染症患者届出状況・全数把握 

医師が感染症法に定められた疾病であると診断し届出が行われた場合は、その感染症

に係る発生状況等を正確に把握し福島県感染症情報センターに報告しました。 

また、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１５条の規定に基

づく調査が必要な感染症が発生した際に積極的疫学調査を実施し、感染源及び感染経路

の究明を図りました。 

■全数把握報告数                             単位:件 

 

年報 

 

 

１類 

 

２類 

 

３類 

 

４類 

 

５類 

２０２２年報内訳 

２類 結核15件 

  ３類 腸管出血性大腸菌感染症9件 

  ４類 つつが虫病9件 レジオネラ症1件  

  ５類 梅毒7件 

 

2018 0 19 0 8 20 

2019 0 5 6 10 13 

2020 0 4 4 8 7 

2021 0 12 1 8 10 

2022 0 15 9 10 7 

イ 感染症患者報告状況・定点把握 

感染症発生動向調査指定届出機関から、管内における患者情報及び病原体情報を収集

し、福島県感染症情報センターに報告しました。 

（参照 資料編 表４ 定点把握疾患別報告数（令和４年）） 

      

 ⑤ 新型コロナウイルス感染症対策 

    新型コロナウイルス感染症の発生・感染拡大に対して、医療体制の整備、患者（無症状病 

原体保有者を含む）や濃厚接触者への対応、有症状者の健康相談、受診調整、診断のたのめ

の PCR 検査検体採取、検体搬送等を実施し、感染拡大防止に努めました。 

   ア 新型コロナウイスル感染症医療体制整備に向けた情報交換会等の実施 

 医師会との情報交換会：２回（令和 4 年 7 月 12 日、11 月 11 日） 

 病院との情報交換会：３回（令和 4 年 8 月 10 日、10 月 19 日、令和 5 年 2 月 15 日） 

      内容：管内の感染状況や医療体制に関する課題の共有、対応策検討等 

イ 新型コロナウイルス感染症対応状況（令和４年度） 

患者数２７，２７８名   （令和３年度：２，１６３名） 

 入院患者７８０名      宿泊療養者１，１７２名 

 自宅療養者２５，３２６名  
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ウ 行政検査数（PCR 検査）  

  検査数件 １７，９７４件 

  保健カード発行による検体採取 ４３件 

エ 相談件数  

  帰国者・接触者相談センター ２，３２１件 

（再掲） 委託機関からの情報提供による対応件数   １３１件  

     有症状または濃厚接触の可能性がある件数  ６５４件 

一般相談 １，６６７件 

   オ 検疫対象者 

     空港検疫所からの情報提供によりフォローアップを行った人数  ３６３名 

 

  ⑥ 感染症情報の定期的な発行 

・県南地域の社会福祉施設（高齢者施設、児童福祉施設、障がい者施設等）、医療機関及び教育

委員会を対象に感染症に関する情報を定期的に提供しました。 

・県南地域感染症情報共有システムの構築 

平成２２年６月より毎月１回程度（情報提供が必要な事態が発生した場合は随時）感染

症情報を対象施設に電子メール及びＦＡＸにより送信しています。（１７１か所） 

令和４年度は、定期号を６回発信しました。 

 

⑦ エイズ等予防対策事業 

 （根拠）福島県ＨＩＶ検査実施要領 

ア エイズ等相談・ＨＩＶ抗体・梅毒検査事業 

令和４年９月までは新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い休止しました。１０

月以降は、毎月第２・第４木曜日に実施しました。 

■相談・検査実施件数                                  単位：件 

年度 エイズ相談件数 

 

HIV抗体検査 

()は夜間検査 

梅毒検査 

()は夜間検査 

男 女 計 男 女 計 男  女  計 

29 58 15 73 15 5 20(6) 15 5 20(6) 

30 61 22 83 15 5 20(6) 13 5 18(5) 

元 35 11 46 8 3 11(5) 8 3 11(5) 

２ 50 4 54 10 1  11(2) 9 1 10(2) 

 ３ 57 18 75 11 2  13(0) 11 2 13(0) 

４ 42 17 59 5 3 8(0) 4 3 7(0) 

HIV：ヒト免疫不全ウイルス  

    イ エイズ等予防啓発事業 

・エイズ予防出前講座 

エイズや性感染症に関する正しい理解を図り、エイズ・性感染症の予防と患者・感染

者への差別・偏見の解消について考える機会として健康教育を行っていますが、令和４

年度は、新型コロナウイルス感染症発生に伴い実施していません。 

・世界エイズデー関連事業 

毎年１２月１日の世界エイズデーの前後の期間に、県立高校等に対し学校を通じて全

校生徒・学生へ啓発資材を配付しました。また、所内に啓発資材を設置しエイズに関す

る正しい知識、レッドリボンの意味、検査の受け方に関する啓発を行いました。 

 

⑧ 肝炎治療特別促進事業 

（根拠）福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱 

Ｂ型ウイルス性肝炎及びＣ型ウイルス性肝炎について、肝硬変・肝がん等への進行予 
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防および肝炎治療を推進するため、インターフェロン治療患者、インターフェロンフ 

リー治療患者及び核酸アナログ製剤治療患者の経済的負担の軽減と受診機会の拡大を 

図りました。 

ア 医療費助成  

○対象医療：Ｃ型ウイルス性肝炎の根治を目的とするインターフェロン治療及びインタ 

ーフェロンフリー治療で、保険適用となっているもの。Ｂ型ウイルス性肝炎に

対して行われるインターフェロン治療及び核酸ナログ製剤治療で保険適用とな

っているもの。  

○助成期間：同一患者について１年以内。（延長規定､２回目の制度利用規定有り､核酸 

アナログ製剤治療に関しては助成期間の更新有り) 

    ○受給者証発給状況 

・申請件数：９６件 （Ｂ型肝炎 ８０件、Ｃ型肝炎 １６件） 

・受給者証発給数： ９６件 

・不 承 認 数：  ０件 

イ 肝炎ウイルス検査及び陽性者フォローアップ事業 

（根拠）福島県肝炎ウイルス検査及び陽性者フォローアップ事業実施要領 

利用者の利便性に配慮した肝炎ウイルス検査を実施することにより、肝炎ウイル

ス陽性者を早期に発見するとともに相談やフォローアップにより陽性者を早期治

療につなげ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図ります。 

   ウ 肝炎ウイルス検査 

      毎週木曜日に実施しています。         単位：件 

年度 HCV・HBｓ相談  HCV検査 HBｓ抗原検査 

３０ 201 17 17 

元 213 6 6 

２ 184 3 4 

３ 216 3 3 

４ 175 5 5 

        （HCV：Ｃ型肝炎ウイルス HBs：Ｂ型肝炎ウイルス抗原） 

エ 初回精密検査費用及び定期検査費用の助成 

       初回精密検査  ０件 

       定期検査    １件 

 

⑨ 社会福祉施設等感染症予防対策研修会の開催 

情報交換を行い、施設毎に感染症発症時の対策が図れるよう支援するとともに研修会

を通して、各施設の職員の感染症予防対策の更なる向上を目的として、社会福祉施設等

感染症予防対策研修会を開催しております。令和４年度は健康福祉部と協力し、「施設

における新型コロナウイルス感染症対策」の集合研修を開催しました。 

    開催回数 １回 令和５年３月２日  

 

（２） 結核対策の推進（医療薬事課） 

 

① 結核患者登録者数 

ア 市町村別新結核患者登録者数 

令和４年の新登録患者１４人のうち、喀痰塗抹陽性であった者は４人となっています。 
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■新結核患者登録者数（年別・市町村別・活動分類別）       Ｒ4.12.31 現在 

（当該年に新たに結核患者として登録された数）             単位：人 

区分 

 

 

年別 

市町村別 

活動性肺結核 
罹患率 

（人口10

万対） 

※ 

別 掲 

総 数 

肺結核活動性  

肺外結

核活動

性 

潜在性 

結 核 

感染症 
総 数 

喀痰塗抹陽性 その他

の結核 

菌陽性 

菌陰性 

その他 
総数 初回治療 再治療 

平成30年 17 11 4 3 1 4 3 6 12.1 2 

令和元年 3 3 2 2 0 １ 0 0 2.2 2 

令和2年 4 4 2 2 0 1 1 0 2.9 0 

令和3年 12 9 4 4 0 4 1 3 8.7 0 

令和4年 13 8 4 4 0 3 1 5 9.6 1 

白 河 市 4 2 0 0 0 1 1 2  0 

西 郷 村 3 3 1 1 0 2 0 0 1 

泉 崎 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

中 島 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

矢 吹 町 4 2 2 2 0 0 0 2 0 

棚 倉 町 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

矢 祭 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

塙    町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

鮫 川 村 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

イ 市町村別結核患者登録数   
■結核患者登録数(年別・市町村別・活動性分類別)          Ｒ4.12.31 現在 
（当該年に新たに結核として登録された者とそれ以前からの登録者で年末に登録のある結核患者数）単位：人 

区分 
 
 
 

年別   
市町村別 

総数 活動性結核 不活

動性

結核 

活動性

不明 
 別掲  

登 録 率 

(人口10

万対) 

※ 

有病

率 
(人口1

0万対) 

 ※ 

総数 肺結核活動性 肺外

結核

活動

性 

潜 在 性 
結 核 

感 染 症 
総数 登録時喀痰塗抹

陽性 
登録時

その他

の結核

菌陽性 

登 録 時

菌 陰 性 
･その

他 
総数 
 

初回

治療 
再治

療 
平成30年 29 10 6 2 2 0 2 2 4 13 6 10 20.7 7.1 

令和元年 20 2 1 0 0 0 1 0 1 16 2 6 14.4 1.4 

令 和 2 年 15 3 2 0 0 0 2 0 1 6 6 3 10.9 2.2 

令 和 3 年 13 9 6 2 2 0 3 1 3 4 0 0 9.5 6.6 

令 和 4 年 23 10 6 4 4 0 2 0 4 12 1 2 16.9 7.4 

白 河 市 7 3 2 1 1 0 1 0 1 3 1 0  
西 郷 村 4 2 2 1 1 0 1 0 0 2 0 1 

泉 崎 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

中 島 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

矢 吹 町 7 4 2 2 2 0 0 0 2 3 0 0 

棚 倉 町 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

矢 祭 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

塙    町 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

鮫 川 村 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

※上記ア、イの令和 4 年の罹患率・登録率・有病率は、R4.10.1 現在人口 135,747 人を基に県南保健所集計にて

算出。 
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② 結核医療事業 （患者治療費の公費負担） 

 感染症診査協議会開催 

（根拠）福島県感染症の診査に関する協議会運営要綱 

開催回数  ４週間に１回程度  （入院勧告を行う場合は臨時に開催する） 

■感染症診査協議会診査件数 

年  度 H30 H31 R2 R3 R4 

開催回数 13回 13回 56回 100回 33回 

診査件数 27件 16件 137件 334件 775件 

 

③ 結核患者療養支援事業（患者検診・接触者健診、DOTSの実施等） 

ア 結核罹患率 

管内の結核罹患率は、全国・県と比較すると、平成 31 年と令和 2 年を除いて全国より 

は低いが県よりは高い状況で推移しています。 

 

■結核罹患率の推移（人口１０万対） 

年 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ R２ R３ 

全  国 13.9 12.3 11.5 10.1 9.2 

福 島 県 7.3 9.8 6.9 6.7 5.6 

県南地域 9.2 12.1 2.2 2.9 8.7 

       （出典：公立財団法人結核予防会 結核研究所疫学情報センター2021 年版結核指標値） 

イ ＤＯＴＳカンファレンス 

結核医療の基本である標準治療完遂のため、全結核患者に対するDOTS（直接服薬 

確認療法）を実施しています。DOTSカンファレンスでは、医療機関と保健所で情報  

交換を行い、有効な院内DOTS・地域DOTSにより患者支援の徹底を行っています。  

・開催回数：１９回 

・事例人数：延べ６５人、実人数１９人 

・医療機関：３か所（県南管内１か所、管外２か所）  

ウ 管理検診の実施 

（根拠）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）  

   管理検診実施状況  

   ・対象者 １７名 

   ・実施数 １７名 実施率 １００％ 異常なし２名 経過観察１５名 

エ 接触者健診の実施 

感染症法第１７条の規定に基づき、結核の感染が疑われる者、または、結核を他に感 

染させるおそれのある者等特定の対象者に対して健康診断を行いました。 

■接触者健康診断実施状況                          単位：人 

年 度 対象数 実施数 
実施率 検診結果 

％ 要医療 経過観察 異常なし 

H30 168 168(108) 100.0 0 21 147 

H31 183 183(154) 100.0 0 12 171 

R２ 71 71(68) 100.0 0 13 58 

R３ 158 157(134) 99.3 0 13 144 

R４ 113 113(69) 100.0 1 6 106 

(  )内は、Ｔスポット、ＴＢ検査を再掲 
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（３）結核予防事業（普及啓発等） 

 

① 定期健康診断 

定期の健康診断は、下記の者を対象として、事業所・学校及び施設においてはそれぞれ

の長が、それ以外の住民については市町村長が実施義務者となり実施しています。 

・高等学校、大学等の学生又は生徒 

・学校、医療機関及び社会福祉施設の業務に従事する者 

・６５歳以上の者 

■令和４年度 結核定期健康診断実施状況                     単位：人 

 対象者数 受診者数 受診率 間接撮影 直接撮影 喀痰検査 結核患者 

高等学校 945 941 99.6 781 160 0 0 

大 学 等 92 92 100.0 55 37 0 0 

施   設 1,719 1,636 95.2 380 1,256 0 0 

事 業 所 6,335 6,061 95.7 2,698 3,363 2 0 

一般住民 42,369 12,962 30.6 8,006 4,956 28 1 

合    計 51,460 21,692 42.2 11,920 9,772 30 1 

 

② 高齢者施設職員等を対象とした出前講座 

    令和４年度は新型コロナウイルス感染症発生に伴い開催を中止しました。 
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Ⅳ【日本一安心して子どもを生み育てられる環境づくり】 
 

Ⅳ－１ 子育て支援サービスの充実（保健福祉課） 
 

（１）ふくしま保育料支援事業（保健福祉課） 

子育てにかかる経済的負担の軽減を図るため、認可保育所等に入所する第３子以降の３歳

児未満児にかかる保育料について、市町村が減免する額の一部を補助しました。(多子世帯保

育料軽減事業) 

    補 助 先：９市町村 

    対象人数：２１９人 

 

（２）子育て世代包括支援センター機能充実事業（保健福祉課） 

国は、妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を行う子育て世代包括支援センターを令和

2 年度末までの全国設置を目指しており、本県では、前倒しして平成 31 年度末の設置を目指

していました。管内では令和 2 年度末で、全９市町村において設置されました。 

各市町村の子育て世代包括支援センターにおいて、支援が必要な家庭の早期把握・早期支

援が行えるよう、センターの機能充実を図るための支援を行いました。 

 

① 県南地域母子保健推進連絡会義の開催 

各市町村の子育て支援包括支援センターの事業に関する情報交換や課題の整理、令和 6

年４月に市町村において設置が努力義務となっている、こども家庭センターの設置に向

けた情報の整理等を行いました。 

      

（３）障がいのある子どもへの支援 

 

  ① 小児慢性特定疾病医療費支援事業 

 （根拠）児童福祉法１９条の２、第５３条 

 福島県児童福祉法施行細則第４条 

小児慢性特定疾病の児童等に健全育成の観点から患児家庭の医療費支援を実施していま

す。対象児には受給者証を交付しています。児童福祉法の改正に伴い令和３年１１月１日

 第 １ 回 

開催日 令和５年３月３日（金） 

第 1 部 第 2 部 

参集者 管内市町村母子保健担当者 

当所事務局 

 

                    計１２名 

管内市町村母子保健担当者 

管内産科医療機関助産師 

当所事務局 

                     計１６名 

主な議題 ・こども家庭センターの設置について 

・子ども家庭総合支援拠点の設置について 

・子育て世代包括支援センターの評価につ

いて 

・令和 5年度の新規母子保健事業について 

・妊婦連絡票活用事業について 

・県南地域の産前産後支援システムにつ

いて 

・産後 2 週間健診について 

・産後ケア事業について 
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より対象疾病が拡大され、現在は１６疾患群７８８疾病が対象となっています。 

（参照資料編 表６） 

  ② 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 

（根拠）小児慢性特定疾病児童等自立支援事業実施要綱 

小児慢性特定疾病児童等とその家族に対し、疾病の状態及び療育の状況に応じた適切な

指導・相談・助言を行うと共に、家族の相互交流を目的に交流会等を実施しています。令

和４年度は、県中保健福祉事務所と共催で、1 型糖尿病と小児の難治性てんかんの児を持

つ家族を対象とし、学習交流会を開催しました。 

開催年月日 内 容 参加者 

令和４年１０月２７日（木） Ⅰ型糖尿病の学習交流会 

① 学習会 

講師 せいの内科クリニック 

   清野弘明先生 

② 交流会 

経験談 たんぽぽの会 齋藤氏 

 

７名 

会場６名 

ZOOM １名 

（家族 2 名 

支援者５名） 

 

令和４年１１月２１日（火） 

 

 

小児の難治性てんかんの学習交流会 

① 学習会 

講師 福島病院 

   石井希代子先生 

② 交流会 

経験談  

日本てんかん協会福島支部 吉田氏 

 

８名 

会場 ３名 

ZOOM ５名 

（家族６名、

支援者２名） 

 

③ 発達障がい児支援者スキルアップ事業 

（根拠）発達障がい児支援者スキルアップ事業実施要綱 

発達障がい児支援者スキルアップ研修会（方部別研修）の開催 

発達障がい児とその保護者が、地域で安心して生活や子育てができるよう、乳幼児やそ

の保護者を支援する市町村、保育所、幼稚園職員等に対し研修会を開催しました。 

開催年月日 内 容 参加者（職種・数） 

令和４年 

７月１９日(火） 

 

県南保健福祉

事務所 

大会義室 

 

ＣＡＲＥプログラム研修会（第１回） 

１ふくしま医療センターこころの杜につ

いての情報提供 

２講話 

ＣＡＲＥプログラムの概要について 

講師 ふくしま医療センター 

こころの杜 

主任心理判定員 吉田英記 氏 

計２１名 

（内訳） 

保育士・幼稚園職員、

保健師等 

 

 

 

令和４年 

９月２０日(火） 

 

県南保健福祉

事務所 

大会義室 

ＣＡＲＥプログラム研修会（第２回） 

１講話 

ＣＡＲＥプログラムの実践について 

講師 ふくしま医療センター 

        こころの杜 

主任心理判定員 吉田英記 氏 

計１９名 

（内訳） 

保育士・幼稚園職員 

保健師等 

令和４年 

１０月２０日 

（木） 

研修・事例検討会 

１ 講話 

「発達が気になるお子さんの理解と対応」 

計２０名 

（内訳） 

保育士・幼稚園職員 
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県南保健福祉

事務所 

大会議室 

２ 事例検討会の進め方 

３ 事例検討 

   グループワーク 

講師 県発達障がい者支援センター 

主任心理判定員 愛川美帆氏 

心理嘱託員   川島慶子氏 

保健師等 

 

  

④ 自主グループ『障がい児者親の集い こすもす』への支援 

県南地域に居住している障がい児（者）を抱えた保護者の集いで、月１回定例開催し交

流や情報交換などを行っており、相談に対応しました。 

・開催場所：太陽の国管理センター 交流センター 

・開催回数：１２回、参加人数３人～６人  

 

⑤ 先天性代謝異常等検査事業 

（根拠）福島県先天性代謝異常等検査事業実施要綱 

先天性代謝異常症等のマス・スクリーニング検査の結果、要精密検査となった児に対し

て、結果の確認や保健指導を実施しました。         （参照資料編 表７） 

 

（４）妊産婦等に対する支援事業 

    （根拠）妊産婦等支援事業実施要綱 

不妊等健康教育事業及び女性のミカタ健康サポートコール等事業及び不妊専門相談センタ

ー活用事業 

生涯を通じた女性の健康の保持増進を図るために、妊娠・出産等にかかる様々な心身  

の悩みを気軽に相談できる体制を整備しました。 

 

① 不妊等健康教育事業：不妊セミナーの開催 

不妊・不育症に悩む夫婦等を対象として、不妊や不育症治療に関する講話、個別相談

会を開催しました。（県中保健福祉事務所と共催） 

開催日時・場所 実施内容 参加者 

令和４年 

１１月１３日

（日) 

 

県南保健福祉 

事務所 相談室 

■個別相談会 

対応者 福島県立医科大学 産科婦人科学講座

菅沼亮太医師 

    宇仁田明奈カウンセラー 

１組２名 

 

 

 

② 女性のミカタ健康サポートコール事業 

専用ダイアルを設置し、予期しない妊娠や女性のからだに関する相談、心の悩みに対応

しました。                        （参照資料編 表８） 

 

③ 不妊専門相談センター活用事業 

不妊や不育症等に関する相談や不安に対応しました。    （参照資料編 表９） 

また、専門医への相談や専門医からの助言が必要とされる場合、福島県立医科大学病院

に設置した不妊専門相談センターへ繋げるなど適切な支援を行いました。        

    ・不妊専門相談センターへの連絡票の送付件数 ０件 
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（５）特定不妊治療費支援事業・不育症治療費支援事業 

（根拠）福島県特定不妊治療費助成事業実施要綱・福島県不育症治療費助成事業実施要綱 

令和４年４月より不妊治療は保険適用となったが経過措置 1 回分の特定不妊治療（体外受

精、顕微授精）の費用の一部の助成を実施しました。また、ヘパリンを主とした不育症治療

に要した費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図りました。 

（参照資料編 表 10，11） 

 

（６）保育所等監査及び認可外保育施設への指導監督 

   児童福祉法等に基づき、保育所等の施設の適切な運営の確保を図るため。当該施設に対す

る運営指導・監査及び認可外保育施設に対する調査を実施しました。 

   実施施設数 

  ・ 保育所    １８施設 

  ・ 認定こども園  ７施設 

  ・ 児童厚生施設  ５施設 

  ・ 認可外保育施設 ８施設                （参照資料編 表 13） 

 

Ⅳ－２ 思春期保健対策の推進（保健福祉課） 
 

（１）県南地域思春期保健対策推進事業（保健福祉課） 

 

① 関係機関等への情報提供 等 

思春期の子ども達の様々な相談に応じている小・中・高等学校の養護教諭や保健福祉関

係者が「性」の相談対応で困った時に活用していただく「思春期相談マップ」を作成して

います。 
    ・当所及び県のホームページへ掲載 

    ・「思春期相談マップ」をメール提供（市町村、小・中・高等学校）関係機関へ配布 

 

Ⅳ－３ 青少年の健全育成を推進するための社会環境の整備（総務企画課） 

 

（１）青少年の健全育成の推進 

 
① 社会環境実態調査（図書類自動販売機実態調査・図書類取扱業者実態調査） 

ア 図書類自動販売機等実態調査        ４台 

イ 図書類取扱業者実態調査          ６店舗 

ウ 携帯電話ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続役務提供事業者等  ６店舗 
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Ⅴ【ともにいきいき暮らせる福祉社会の推進】 
 

Ⅴ－１ 高齢者を対象とした介護・福祉サービスの充実（保健福祉課） 
 
（１）地域支援事業の充実 
 
  ① 高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画に係る県南圏域会議の開催（１回） 
     県南圏域における高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画に係る連絡・調整を目的と 

した会議を開催した。 
開催時期：令和５年３月８日 

内容：第九次高齢者福祉計画及び第八期介護保険事業支援計画及び第八期市町村介護

保険事業計画の進捗状況の確認、課題の共有 

出席者：市町村保健福祉担当課長、郡市医師会の代表者、高齢者施設の代表者、地域

包括支援センターの代表者、高齢者保健福祉団体の代表者等 
 
  ② 地域包括ケアシステム体制構築圏域別連絡会議（１回） 

     県南地域における地域包括ケアシステム構築の課題共有、検討、及び情報共有等を通

じ、在宅医療・介護連携を推進するための会議を開催した。 

    開催時期：令和５年３月８日 

    内 容：・地域包括ケアシステム体制構築にかかる各市町村における実施状況 

        ・介護人材確保関連事業等 

 出席者：市町村保健福祉担当課長、郡市医師会の代表者、高齢者施設の代表者、地域包

括支援センターの代表者、高齢者保健福祉団体の代表者等 

       

③ 各市町村の地域支援事業の充実に向けて、研修会、情報交換会、地域ケア会議支援等  

ア 認知症対策 

・ 地域支援関係者認知症対応力向上研修会の開催（１回） 

・ 認知症地域支援推進員連絡会の開催（１回） 

イ 自立支援型地域ケア会議普及展開事業 

・ 自立支援型地域ケア会議に参加し助言を行った（白河市・１回） 

ウ 生活支援体制整備事業 

・ 生活支援コ－デイネ－ター情報交換会の開催（１回） 

・  生活支援体制整備推進アドバイザーの派遣（中島村・２回） 

エ リハビリ職との連携 

・ 県南地域リハビリテーション連絡協議会への参加（２回） 

・ 地域リハビリテーション研修会への支援 

   オ 在宅医療・介護連携推進事業 

     ・ 白河地域在宅医療・介護連携推進協議会等への出席、助言支援（1 回） 

     ・ 東白川郡在宅医療・介護連携推進事業研修会への出席、専門職派遣（新型コロナ

ウイルス感染防止対策のため、中止） 
 

（２）介護保険の認定 

 

① 介護認定審査会委員研修会  

（根拠）福島県認定調査従事者・介護認定審査会委員研修事業実施要綱 

介護認定審査会委員が、要介護認定及び要支援認定における公平・公正かつ適切な審査

判定を実施するために必要な知識、技能を修得及び向上させること及び介護認定審査会に

おける審査判定の適正化を図ることを目的とした、介護認定審査会委員研修会の開催につ

いて、令和３年度に引き続き令和４年度も新型コロナウイルス感染防止対策のため、中止

した。 
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② 認定調査員研修事業 

（根拠）福島県認定調査従事者・介護認定審査会委員研修事業実施要綱 

認定調査員研修会 

認定調査に従事する者が、要介護認定及び要支援認定における公平・公正かつ適切な認

定調査を実施するために必要な知識、技能を修得及び向上させることを目的とした認定調

査員研修会について、令和４年度は新型コロナウイルス感染防止対策に配慮し本庁主催に

より実施された。 

ア 開催日時  令和５年３月２２日（水）～令和５年３月２８日（金） 

イ 実施形式  Zoom によるオンライン配信 （２時間程度） 

 

③ 市町村別要介護認定状況 

認定者数は要介護、要支援とも年々増加する傾向にあります。 

■要介護（要支援）認定者数                  単位：人 

 

 

要支援 

１ 

要支援 

２ 

要介護 

１ 

要介護 

２ 

要介護 

３ 

要介護 

４ 

要介護 

５ 
計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白 河 市 301 505 487 671 542 464 274 3,244 

西 郷 村 59 135 115 178 113 94 72 766 

泉 崎 村 27 37 50 68 50 62 50 344 

中 島 村 28 34 32 25 35 37 23 214 

矢 吹 町 65 125 106 149 135 151 67 798 

棚 倉 町 42 119 74 147 146 137 86 751 

矢 祭 町 33 30 63 57 55 36 28 302 

塙  町 106 119 116 112 129 87 42 711 

鮫 川 村 10 31 26 38 40 37 28 210 

R4.  3月末 671 1,135 1,069 1,445 1,245 1,105 670 7,340 

R3. 3月末 626 1,118 1,082 1,423 1,277 1,063 624 7,213 

R2.  3月末 578 1,028 1,038 1,398 1,264 1,016 669 6,991 

H31. 3月末 544 1,077 1,017 1,365 1,209 1,038 651 6,901 

H30. 3月末 480 1,026 868 1,439 1,230 1,006 654 6,703 

H29. 3月末 510 1,003 820 1,427 1,143 994 620 6,517 

H28. 3月末 553 1,056 826 1,383 1,115 1,026 579 6,538 

H27. 3月末 563 1,019 767 1,292 1,072 992 627 6,332 

H26. 3月末 541 976 704 1,258 1,035 936 746 6,196 

H25. 3月末 499 979 644 1,214 1,012 961 824 6,133 

H24. 3月末 524 918 611 1,082 896 952 791 5,774 

H23. 3月末 541 904 564 1,060 923 958 770 5,720 

 

④ 介護保険法事業者指定 

介護保険法に基づく事業者指定事務について、令和４年度における居宅介護支援事業者

及び居宅サービス事業者の数は、２件減となっています。 

施設サービスについては、介護老人福祉施設が４床増、介護老人保健施設は増減なしと

なっています。 
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■居宅介護支援事業者及び居宅サービス事業者 

区    分
 5.4.1 

現在 
4.4.1 
現在 増加数

 
対前年比

 

介
護
給
付
サ
ー
ビ
ス 

 居宅介護支援事業者 47 48 -1 0.97 

 居宅サービス事業者 135 137 -2 0.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 訪問介護 32 34 -2 0.94 
 訪問入浴介護 5 6 -1 0.83 
 訪問看護 9 10 -1 0.90 
 訪問リハビリテーション 3 3 - 1.00 
 居宅療養管理指導 1 1 - 1.00 
 通所介護 27 27 - 1.00 
 通所リハビリテーション 6 6 - 1.00 
 短期入所生活介護 19 19 - 1.00 
 短期入所療養介護 8 8 - 1.00 
 特定施設入所者生活介護 3 3 - 1.00 
 福祉用具貸与 11 10 1 1.10 
 特定福祉用具販売 11 10 1 1.10 

      小   計 182 185 -3 0.99 

予
防
給
付
サ
ー
ビ
ス 

介護予防支援事業者 11 11 - 1.00 

介護予防サービス事業者 76 75 1 1.01 

  介護予防訪問入浴介護 5 5 - 1.00 
 介護予防訪問看護 9 10 -1 0.90 
 介護予防訪問リハビリテーション 3 3 - 1.00 
 介護予防居宅療養管理指導 1 1 - 1.00 
 介護予防通所リハビリテーション 6 6 - 1.00 
 介護予防短期入所生活介護 19 19 - 1.00 
 介護予防短期入所療養介護 8 8 - 1.00 
 介護予防特定施設入所者生活介護 3 3 - 1.00 
 介護予防福祉用具貸与 11 10 1 1.10 
 特定介護予防福祉用具販売 11 10 1 1.10 

      小   計 87 86 1 0.98 

        合   計 269 271 -2 0.99 

■施設サービスの状況  （ ）は入所定員 

 5.4.1現在 4.4.1現在 増 減 対前年比 

介護老人福祉施設 17施設(1，183床) 17施設(1，179床) 0(4) 1.00(1.00) 

介護老人保健施設 8施設( 604床) 8施設( 604床) 0(0) 1.00(1.00) 

介護療養型医療施設 0施設(  0床) 0施設(  0床) 0(0) 1.00(1.00) 

合   計 25施設(1,787床) 25施設(1,783床) 0(4) 1.00(1.00) 

※ 介護老人保健施設はｼｮｰﾄｽﾃｲを含んだﾍﾞｯﾄﾞ数（ ｼｮｰﾄｽﾃｲﾍﾞｯﾄﾞ数は特定されていない。） 

 

⑤ 介護保険指定事業所等の運営指導及び監査 

（根拠）福島県介護保険施設等指導要綱 

介護保険指定事業所等の適正な施設運営の確保を図るため、事業所等に対して運営指導

を実施しました。（２事業所） 

 

⑥ 介護保険業務技術的助言（地域支援事業を含む） 

  （根拠）介護保険法第５条第２項、第１９７条第１項、地方自治法第２４５条の４第１項  

   ・実施市町村 １町２村 
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（３）おもいやり駐車場利用制度推進事業 

（根拠）おもいやり駐車場利用制度実施要綱 

「おもいやり駐車場利用制度」は、福島県がおもいやり駐車場を利用できる者を明確にし、

おもいやり駐車場で利用できる共通の利用証を交付することにより、おもいやり駐車場の適

正利用を図ることを目的として、平成２１年７月１日から実施しています。 

・利用証交付数  (令和５年３月 31 日現在までの累計）  県南 ４，９３６件 

         （令和４年４月１日～令和５年３月 31 日）県南   ３９３件 

 

・利用制度協力施設  (令和４年 10 月 1 日４現在）県南    ６４施設 

 

Ⅴ－２ 障がいのある方の地域生活への移行支援（保健福祉課・健康増進課） 

 
（１）障がい者の地域移行・地域定着推進事業（保健福祉課） 

精神障がい者地域生活移行・地域定着支援事業に係る研修会等の開催 

 

 ① 精神障がい者の措置入院等 

（根拠）精神保健福祉法第２２条～第３１条、第３４条 

精神障がい者に関する住民、警察官からの通報等を受けて、調査、指定医による診察、

入院措置等を実施しました。 

■精神保健福祉法に基づく申請・通報・届出・診察実施状況      単位：件 

申請 通  報 精神病 

院管理 

者の届 

出 

(26条の2) 

（移送） 

（34条） 
 

合 計 
診察 

不要 

診 察 

要 

措
置 

一般 

人 

（22条） 

警察 

官 

(23条) 

検察 

官 

(24条) 

保護観 

察所の 

長 

(25条) 

矯正 

施設 

の長 

(26条) 

１次 ２次 

０ １５ １ ０ ３ ０ （１） １９  ５ １６ ９ ８ 

■措置入院患者の状況                      単位：人 

前年度末措置患者数 新規・転入患者数 解除患者数 転出患者数 年度末患者数 

０ １０  ７ ２ １ 

■医療保護入院患者の状況 

入院届件数（３３条） 退院届件数 

２６６ ２７２ 

 

② 精神科病院実地指導及び入院者の実地審査 

（根拠）精神保健福祉法第３８条の６ 

福島県精神科病院実地指導要領 

精神科病院に対する指導監督等の徹底を図るため、一般実地指導及び実地審査を実施

しました。 

 ・実地指導：２病院（一般）１病院（特別） 

 ・実地審査：措置入院０人 医療保護入院９人 任意入院６人 

 

③ 精神障がい者地域移行・地域定着支援事業に係る研修会等 

ア 精神障がい者地域移行・地域定着支援事業に係る研修会等の開催 

  ・精神障がい者地域移行圏域ネットワーク強化研修：新型コロナウイルス感染症防止

対策のため中止とした。 
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  ・精神障がい者地域生活移行理解促進研修会：令和５年１月３１日（火）開催 

                       市町村・支援者等 １３名参加 

イ 県南地域生活移行圏域連絡会の開催 

令和５年２月２８日（火）開催し、県南圏域の障害福祉サービス事業所等の状況
や各地域自立支援協議会の活動状況報告、地域生活支援拠点等整備事業の課題を協
議した。  

 

（２）相談支援体制及び生活を支えるサービスの充実（保健福祉課） 

 

① 市町村の相談支援体制整備への助言・指導 

ア 自立支援給付費負担金関係事業 

（根拠）福島県障がい者自立支援給付費負担金交付要綱 

障がい者及び障がい児の福祉の増進を図ることを目的に市町村が障害者総合支援法

第９２条に基づき支弁する費用に対して負担金を交付しました。 

(ｱ) 障害福祉サービス費等 

障がい者及び障がい児が障害福祉サービスを受けた場合、市町村が支弁する介護給

付費等に対して負担金を交付しました。 

・実施市町村   ９市町村 

(ｲ) 相談支援給付費等 

市町村が実施する、相談支援給付事業に対して負担金を交付しました。 

・実施市町村   ９市町村 

(ｳ) 自立支援医療（更生医療） 

身体障がい者が自立支援医療（更生医療）を受けた場合、市町村が実施する給付事

業に対して負担金を交付しました。 

・実施市町村   ９市町村 

(ｴ) 療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費 

市町村が実施する、療養介護医療費給付事業に対して負担金を交付しました。 

・実施市町村   ７市町村 

(ｵ) 補装具費 

市町村が実施する、身体障がい者のための補装具費給付事業に対して負担金を交付

しました。 

・実施市町村   ９市町村 

(ｶ) 高額障害福祉サービス等給付費 

障害者及び障がい児が負担限度額を超え障害福祉サービスを受けた場合に市町村が

支弁する費用等に対して負担金を交付しました。 

・実施市町村   ４市村 

(ｷ) 自立支援医療（育成医療） 

身体に障害のある児童等が放置することで障害を残すと認められ手術により確実な

治療効果が期待できる場合に医療を給付した場合に市町村が支弁する費用等に対して

負担金を交付しました。（公衆衛生費） 

・実施市町村   ７市町村 

(ｸ) やむを得ない事由による措置給付費 

障害者及び障がい児がやむを得ない事由による措置給付費を受けた場合に市町村が

支弁する費用等に対して負担金を交付する制度。 

・実施市町村   ０市町村 
イ 市町村自立支援給付支給事務等実地調査 

（根拠）福島県市町村自立支援給付支給事務等実地調査実施要綱 
自立支援給付関する業務等の適正かつ円滑な実施を図るため、実地調査を実施しまし

た。 

      ・実施市町村   ４町村 
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② 重度障がい者支援事業、市町村地域生活支援事業補助金 

ア 重度障がい者支援事業 

（根拠）福島県重度障がい者支援事業費補助金交付要綱 

重度心身障がい者に係る医療費等についての支援（以下の(ア)～(ウ)の事業）を行っ

た市町村に対して、補助金を交付しました。 

・実施市町村   ９市町村 

(ｱ) 重度心身障がい者医療費補助事業 

重度心身障がい者の健康保持と福祉増進を図るため、医療費自己負担額についての

助成を行った市町村に対して、補助金を交付しました。 

(ｲ) 在宅重度障がい者対策事業 

日常生活において、常に医療的処置を必要とする在宅重度障がい者への治療材料等

の給付を行った市町村に対して、補助金を交付しました。 

(ｳ) 人工透析患者通院交通費補助事業 

人工透析を受けている通院患者の通院に要する費用の助成を行った市町村に対し

て、補助金を交付しました。 
イ 福島県地域生活支援事業費補助金 

（根拠）福島県地域生活支援事業費等補助金交付要綱 
障害者自立支援法に基づき、障がい者及び障がい児がその有する能力及び適正に応じ、

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応
じた柔軟な事業形態により効率的・効果的に支援を実施することにより障がい者及び障
がい児の福祉の増進を図ることを目的とする事業を実施した市町村に対して補助金を交
付しました。 

(ｱ) 意思疎通支援事業  

市町村が聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図るこ

とに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思

疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行う事業に対して、補助金を交付しました。 

・実施市町村   ６市町村 

(ｲ) 日常生活用具給付等事業 

市町村が重度障がいのある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又

は貸与を行う事業に対して、補助金を交付しました。 

・実施市町村   ９市町村 
(ｳ) 移動支援事業 

市町村が屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行う
事業に対して、補助金を交付しました。 

・実施市町村   ９市町村 
(ｴ) 地域活動支援センター機能強化事業 

障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の
便宜を図る地域活動支援センターについて市町村が行う機能強化事業に対して、補助
金を交付しました。 

・実施市町村   ９市町村 
(ｵ) その他の事業 

市町村の判断により、障がいのある人が、自立した日常生活又は社会生活を営むた

めに行った事業、基幹相談支援センター等機能強化事業及び日常生活支援事業等に対

して、補助金を交付しました。 

・実施市町村   ９市町村 

 

③ 障がい児（者）地域療育等支援事業 

障がい児（者）専門相談支援事業として相談支援アドバイザーを配置し、市町村の相

談支援体制整備等を支援するとともに、障がい児等療育支援事業として療育の専門家を 

    保護者や関係機関へ訪問させる等により、療育相談を実施しました。 



- 72 - 

 

     委託先  社会福祉法人牧人会（相談支援アドバイザー１名）  

     委託料        ６，０６０，８００円 

     相談支援事業件数   相談事業児（者）専門相談支援事業 １３３件、 

障がい児療育支援事業  ３１件 

 

（３）難病対策の推進事業（健康増進課） 

 

① 特定医療費支給認定 

ア 特定疾患治療研究事業 

（根拠）福島県特定疾患治療研究事業実施要綱（平成 27.4.1 施行、平成 27．1.1 適用） 

これまで、５６疾患を対象に調査研究及び医療費の公費負担が行われていましたが、

難病患者に関する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）に基づく医療費助成制

度が平成 27 年１月１日から施行されたことに伴い、対象疾患が５疾患となりました。 

■特定疾患医療受給者証所持者 平成 27 年度から令和 4 年度までの保持者はいません。 

イ 特定医療費支給認定事務 

     （根拠）福島県特定医療費支給認定実施要綱(平成 27.4.1 施行、平成 27.1.1 適用) 

     「難病の患者に対する医療等に関する法律」（平成２６年法律第５０号）に基づき

指定される指定難病について医療費助成の申請受付、受給者証の交付をおこなってい

ます。令和 3 年 11 月 1 日より対象疾患が拡大され、現在は 338 疾患が対象となりま

した。                         （参考資料編 表 27） 

    ■特定医療費受給者証所持者（年度末現在） 

年度 平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

2年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

人数 ８９５ ９３０ ８３４ ８７５ ８８９ ９５３ １０１１ １００８ 

ウ 指定医・指定医療機関等の指定申請事務 

    （根拠）難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号） 

第１４条第１項の規定に基づき指定医療機関の指定、第６条第１項の規定に基づき指

定医の指定を都道府県知事が行うものです。 

■指定申請件数及び指定件数（年度末現在）  

種 別       件 数 新規 変更 更新 辞退 再交付 
指定医数・ 

指定機関数 

難病指定医 ７ １ ２ ０ ０ ９０ 

指定医療機関 ２ １４ ７ ０ ０ １０９ 

(再掲) 

医療機関 １ １ ３ ０ ０ ５２ 

薬 局 １ １２ ３ ０ ０ ４７ 

訪問看護事業者 ０ １ １ ０ ０ １０ 

 

② 難病在宅療養者支援体制整備事業 

（根拠）福島県難病在宅療養者支援体制整備事業実施要綱 

ア 難病患者地域支援連絡調整会議 

（ｱ） 難病患者地域支援連絡会議 

地域の保健･福祉サービスと医療が総合的に提供できる体制を整備することを目

的として毎年開催しています。令和 4 年度は「難病患者の災害対策支援」をテーマ

とし、管内市町村災害対策の担当者を参集し、対面にて開催しました。 

  日 時：令和５年２月２２日 

  場 所：県南保健福祉事務所 大会議室   
       構成員：対面開催参集…９市町村（4町村欠席） 
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開催後書面報告…構成機関34件（医師会長、欠席町村長、訪問看護ステ
ーション、地域包括支援センター長） 

       内 容：【情報共有】県南保健福祉事務所における令和４年度難病患者関連事業
の実施状況及び管内における指定難病患者の実態について 

           【協議】難病患者の災害対策支援について 
 (ｲ)  難病患者在宅ケア調整会議 

療養生活をしている難病患者の災害時行動について、市町村の災害対策担当、ケ

アマネジャーとともにウェブ会議にて協議しました。 
  当所主催の調整会議：１回開催 

(ｳ) 難病患者支援者研修会 

       日頃から難病患者に関わる支援者等が、難病の症状、治療、予後等病気を十分に
理解し、在宅療養生活に関する知識を深めることにより今後の難病患者への効果的
な支援を図ることを目的として実施しました。 

  日 時：令和４年１２月１５日 

  場 所：白河合同庁舎 大会議室   
       対象者：県南保健福祉事務所管内の居宅介護支援事業所、相談支援事業所、地域

包括支援センターに勤務する難病患者支援者 ２３名 
       内 容：テーマ「よりよい在宅療養支援のために」 
           ＊ALS、多系統萎縮症等の神経難病について疾病の知識や在宅療養支援に

ついて 
講 師：公立大学法人福島県立医科大学 保健科学部 

イ 相談指導事業 

面接や電話による相談指導を随時行うと共に、神経難病患者を中心に保健師、看護師、

による家庭訪問を実施し、在宅療養生活を支援しました。 

 
  

 

 

 

ウ 医療相談事業 

在宅で療養をしている神経難病患者等を対象に、ＱＯＬの向上を図るため、相談及び

交流を目的とした医療相談会を例年実施していますが、新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、今年度は中止しました。 

エ 訪問診療事業 

専門医師、理学療法士等が、患者の家庭（生活の場）において、診療及び療養上

の相談や実技指導等を行う事業ですが、今年度は、希望する患者がなく実施してい

ません。   

オ 福島県在宅難病患者一時入院事業  

在宅難病患者が介護者の休息（レスパイト）等の理由により、在宅の介護を受ける事

が困難となった場合の体制整備を図り、患者や家族等の相談に応じ、申請受理し一時入

院受け入れ医療機関との調整を行うものです。 

福島県では９医療機関、県南地域は、会田病院が委託契約医療機関になっています。

事業利用実績はありません。 

カ 難病ボランティア育成支援 

難病患者ボランティア「ゆいの会」（平成 15 年 3 月 7 日発足）の活動助言等支援を例

年実施していますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度は中止しまし

た。 

 

③ 遷延性意識障害者治療研究事業 

 （根拠）遷延性意識障害者治療研究事業実施要綱 

内 容 実件数 延件数 

家庭訪問 １８ ２１ 

電話相談 － ４０７ 

面接相談 ５４４ ７８５ 
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事故や疾病等により３ヵ月以上にわたり意識障害が認められる患者を対象に、医療の確

立と普及、医療費の自己負担の軽減を図ることを目的に実施しています。 

■遷延性意識障害治療研究事業認定患者数 

年度 平成27

年度 

平成28

年度 

平成29

年度 

平成30

年度 

令和元

年度 

令和2年

度 

令和3年

度 

令和4年

度 

人数 ３ ３ ３ ３ ４ ５ ３ ３ 

 

④ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 

（根拠）福島県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱 

医療費の公費負担により、患者の医療負担及び精神的、身体的不安の軽減を図ることを

目的としています。 

■先天性血液凝固因子障害等治療研究事業認定患者：２人（令和４年度末現在）  

 

⑤ 原子爆弾被爆者対策事業 

 （根拠）原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 

健康診断の実施、医療の給付、各種手当の支給等を行い、被爆者の健康保持と福祉の向

上を図っています。 

ア 原子爆弾被爆者健康手帳所持者：１人 

 

イ 原子爆弾被爆者健康診断事業 

・健康診断の実施状況 

 第1回定期健康診断 第2回定期健康診断 精密検査 

受診者数 ０ ０ ０ 

・希望によるがん検査の実施状況  （実人員 ０人） 

 胃がん 

検 診 

肺がん 

検 診 

大腸がん

検  診 

乳がん 

検 診 

子宮がん

検 診 

多発性骨

髄腫検診 

受診者数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

・希望による一般検診の実施状況  (実人数 ０人) 

 

ウ 被爆者二世健康診断 受診者 ３名 

 

エ 原子爆弾被爆者各種手当支給事業 

・健康管理手当支給者 ０人 

 

⑥ 石綿による健康被害・救済給付事業 

 （根拠）石綿による健康被害の救済に関する法律 

石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の対象とならな

い方に対し、迅速な救済を図ることを目的として創設された事業です。医療費、療養費、

葬祭料などの給付が受けられます。 

・認定申請：０件 

 

Ⅴ－３ 生活支援の充実（生活保護課） 
 
（１）生活保護事業 

（根拠）生活保護法 

管内に居住する生活困窮者に対し、その困窮の程度に応じ、世帯を単位として必要な保護
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を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的に生活保

護法に基づく各種の扶助（生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭）を実施しま

した。 

■被保護世帯数及び被保護人員の推移（平均値） 

区 分 被保護世帯数 被保護人員 保護率 

２３年度 476世帯 635人 7.5‰ 

２４年度 468世帯 608人 7.3‰ 

２５年度 461世帯 584人 7.0‰ 

２６年度 466世帯 575人 7.0‰ 

２７年度 473世帯 580人 7.1‰ 

２８年度 480世帯 583人 7.2‰ 

２９年度 501世帯 610人 7.6‰ 

３０年度 495世帯 599人 7.5‰ 

令和元年度 500世帯 604人 7.6‰ 

令和２年度 490世帯 591人 7.6‰ 

令和３年度 494世帯 588人 7.5‰ 

令和４年度 479世帯 575人 7.4‰ 

 (出典：福祉行政報告例） 

保護率(‰:パーミル・千分率)＝被保護人員÷管内人口 

令和4年度平均の被保護世帯数は479世帯、被保護人員は575人であり保護率は7.4‰と
なりました。保護率は、高齢化や雇用情勢等に影響されます。 

 
① 町村別被保護世帯数(平均値)              単位：世帯 

西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 矢祭町 塙 町 鮫川村 合 計 

100 25 9 134 103 31 69 8 479 

（出典：福祉行政報告例） 

令和4年度における被保護世帯の町村別内訳では全479世帯中、矢吹町が134世帯で最も多

く、次いで棚倉町が103世帯、西郷村が100世帯、塙町が69世帯となりました。 

 

② 扶助別被保護世帯数(平均値)                 単位：世帯 

区 分 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 そ の 他 合 計 

２３年度 405 273 24 86 433 16 1,237 

２４年度 386 266 20 86 432 15 1,205 

２５年度 375 253 17 84 429 12 1,170 

２６年度 379 258 16 89 441 9 1,192 

２７年度 377 248 14 102 447 5 1,194 

２８年度 377 245 12 112 422 5 1,172 

２９年度 384 251 14 117 454 6 1,226 

３０年度 372 241 11 117 454 9 1,203 

令和元年度 381 248 12 126 459 15 1,241 

令和２年度 379 255 12 133 452 7 1,237 

令和３年度 388 271 11 137 457 7 1,271 

令和４年度 386 262 13 133 438 8 1,240 

（出典：福祉行政報告例） 

令和4年度における被保護世帯の扶助別内訳では、全479世帯中医療扶助は91.4％にあた

る438世帯が受給しており、生活扶助及び住宅扶助と合わせて３つの扶助が、扶助の中心と

なっています。 
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③ 保護申請、開始及び廃止件数       単位：件 

区 分 申  請 開  始 廃  止 

２３年度 86 62 82 

２４年度 87 70 87 

２５年度 104 65 47 

２６年度 88 41 48 

２７年度 81 69 60 

２８年度 79 67 54 

２９年度 91 85 76 

３０年度 108 89 87 

令和元年度 100 79 77 

令和２年度 85 64 74 

令和３年度 103 73 81 

令和４年度 99 53 85 

（出典：保護申請・開始・廃止処理ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ） 

令和4年度における生活保護の申請件数は99件でした。 

また、年度内の開始は53件、廃止は85件でした。 

 

④ 生活保護開始の主たる要因                    単位：世帯 

区 分 
世帯主の 

傷病 

世帯員の 

傷病 

働きによる 

収入減少喪失 

仕送りの 

減少・喪失 

手持現金貯金 

の減少・喪失 
その他 合 計 

２３年度 11 1 9 3 21 17 62 

２４年度 22 0 3 5 28 12 70 

２５年度 13 2 5 4 29 12 65 

２６年度 10 2 3 3 21 2 41 

２７年度 15 1 5 8 29 11 69 

２８年度 15 2 0 4 41 5 67 

２９年度 11 0 2 5 52 15 85 

３０年度 0 0 3 1 79 6 89 

令和元年度 0 0 7 1 67 4 79 

令和２年度 2 1 1 0 44 16 64 

令和３年度 0 0 0 0 71 2 73 

令和４年度 0 0 0 0 51 2 53 
（出典：保護申請処理ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ） 

令和4年度における生活保護開始の主たる要因は、手持現金貯金の減少・喪失となってい
ます。 

                        
⑤ 生活保護廃止の主たる要因                     単位：世帯 

区 分 
死 亡 

失 踪 

働きによ
る 

収入増加 

社会保障

給付金の

増加 

仕送り金

等の増加 施設入所 そ の 他 合  計 

２３年度 23 7 5 0 1 46 82 

２４年度 27 15 7 0 3 35 87 

２５年度 18 8 3 0 1 17 47 

２６年度 26 5 1 1 1 14 48 

２７年度 22 11 2 0 3 22 60 
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２８年度 27 5 0 0 1 21 54 

２９年度 35 12 3 0 2 24 76 

３０年度 27 14 3 0 2 41 87 

令和元年度 29 19 7 0 0 22 77 

令和２年度 23 13 6 0 0 32 74 

令和３年度 38 13 4 5 1 20 81 

令和４年度 46 7 16 2 0 14 85 

（出典：保護廃止ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ） 

令和4年度における生活保護廃止の主たる要因は、死亡が46世帯とこれまでと並んで多く
なっています。                      

 
⑥ 入院・入院外別、単給・併給別医療扶助人員         単位：人 (延人員） 

区 分 
総 医 療 

扶助人員 

入   院 入 院 外 

医療扶助単給 他扶助併給 計 医療扶助単給 他扶助併給 計 

２３年度 6,484 272 362 634 317 5,533 5,850 

２４年度 6,483 252 388 640 318 5,525 5,843 

２５年度 6,354 262 647 909 357 5,088 5,445 

２６年度 6,405 254 805 1,059 325 5,021 5,346 

２７年度 6,481 246 604 850 304 5,327 5,631 

２８年度 5,983 234 282 516 315 5,152 5,467 

２９年度 6,441 319 416 735 366 5,340 5,706 

３０年度 6,470 289 882 1,171 456 4,843 5,299 

令和元年度 6,603 325 966 1,291 384 4,928 5,312 

令和２年度 6,414 230 578 808 362 5,244 5,606 

令和３年度 6,372 229 516 745 285 5,342 5,627 

令和４年度 6,205 205 398 603 230 5,372 5,602 
（出典：福祉行政報告例） 

令和4年度における総医療扶助人員を入院・入院外の別で見ると、入院が延603人、入院

外が延5,602人となっています。               

 

⑦ 生活保護施設別利用者数                    単位：人 

区  分 
救   護   施   設 矢吹授産場（法別利用内訳） 

からまつ荘 矢吹緑風園 郡山せいわ園 その他 計 生活保護法 みなし保護 

２３年度末 21 16 4 1 42 15 7 

２４年度末 20 19 4 1 44 15 7 

２５年度末 21 19 4 1 45 13 8 

２６年度末 21 22 4 1 48 13 7 

２７年度末 22 23 4 1 50 13 6 

２８年度末 19 22 4 1 46 6 6 

２９年度末 19 22 4 1 46 7 6 

３０年度末 17 26 5 2 50 8 5 

令和元年度末 16 25 5 3 49 8 5 

令和２年度末 15 27 5 4 51 11 5 

令和３年度末 14 23 5 4 46 15 4 

令和４年度末 14 25 5 6 50 15 4 

（出典：施設事務費支給台帳等） 

令和4年度末における生活保護施設の利用状況は、救護施設では入所者数が前年度 
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末より4名増加しました。 

矢吹授産場では、生活保護受給者が15人、みなし保護が4人となっています。 

                        

⑧ 被保護世帯の世帯類型別内訳                   単位：世帯 

区  分 被保護世帯数 
内           訳 

高齢者世帯 母子世帯 障がい者世帯 傷病者世帯 その他の世帯 

２４年３月分 467 204 18 76 111 58 

２５年３月分 457 211 20 71 70 85 

２６年３月分 470 235 19 71 76 69 

２７年３月分 458 239 15 68 76 60 

２８年３月分 473 256 12 71 76 58 

２９年３月分 488 280 14 62 71 61 

３０年３月分 499 303 16 62 58 60 

３１年３月分 501 315 13 59 67 47 

令和2年3月分 500 321 10 57 60 52 

令和3年3月分 495 324 11 55 51 54 

令和4年3月分 494 323 11 51 54 55 

令和5年3月分 479 310 10 50 50 59 

＊保護停止中の世帯を除く                                （出典：福祉行政報告） 

令和5年3月における被保護世帯の世帯類型は、高齢者世帯が310世帯で最も多く、全世帯

の64％以上を占めています。                  

 

⑨ 被保護世帯の世帯構成別就労状況                 単位：世帯 

区分 稼働・非稼働別 単身世帯 複数世帯 合計 

２５年３月分 
働いている者がいる世帯 48 34 82 

働いている者のいない世帯 321 54 375 

２６年３月分 
働いている者がいる世帯 49 26 75 

働いている者のいない世帯 342 53 395 

２７年３月分 
働いている者がいる世帯 54 24 78 

働いている者のいない世帯 332 48 380 

２８年３月分 
働いている者がいる世帯 59 25 84 

働いている者のいない世帯 340 49 389 

２９年３月分 
働いている者がいる世帯 54 27 81 

働いている者のいない世帯 368 39 407 

３０年３月分 
働いている者がいる世帯 49 29 78 

働いている者のいない世帯 378 43 421 

３１年３月分 
働いている者がいる世帯 47 31 78 

働いている者がいない世帯 380 43 423 

令和2年３月分 
働いている者がいる世帯 52 23 75 

働いている者がいない世帯 380 46 426 

令和3年３月分 
働いている者がいる世帯 40 19 59 

働いている者がいない世帯 394 42 436 

令和4年3月分 
働いている者がいる世帯 46 18 64 

働いている者がいない世帯 386 44 430 

令和5年3月分 
働いている者がいる世帯 48 20 68 

働いている者がいない世帯 368 43 411 
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（出典：福祉行政報告例 年度平均） 

被保護世帯の構成を令和5年3月で見ると､単身世帯が416世帯､2人以上の世帯が63世帯と

なっており､単身世帯が全体の8割以上を占めています｡ 

就労形態別では､働いている者がいる世帯が計68世帯､働いている者のいない世帯が計

411世帯となっており､就労している者のいない世帯が全体の8割以上を占めています｡ 

 

（２）自立支援プログラムの実施状況 

被保護世帯における就労による「経済的自立」、「日常生活の自立」および「社会生活の

自立」を図るため、自立支援プログラムに基づき、管内の被保護世帯全体の状況を把握した

上で、被保護者の状況や自立阻害要因の類型化を図り、それぞれの類型毎に取り組むべき自

立支援の具体的内容および実施手順などを定め、個々の被保護者に必要な支援を組織的に実

施しました。 

（ 生活保護就労支援員：２名配置 ／ 生活保護退院促進員：０名(他事務所兼務) ） 

○ 生活保護就労自立促進事業 

支援者数             ５１名 

就労開始人数（実人数）      ２９名 

・うち就労開始に伴う廃止世帯     ３世帯 

（※保護辞退を含む） 

 

（３）長期入院患者退院促進事業 

180日を超えて療養病棟に長期間入院を継続している者が退院できない理由を調査し、社

会的入院である場合は、退院先の確保を検討し、地域で生活できるように支援する。 

退院者数          ３名(特別養護老人ホーム２名、グループホーム1名) 

 

（４）生活困窮者自立支援事業の実施状況 

生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の自立を図るため、生活困窮者に対し

て、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給、一時生活支援事業及びその他の支援

を行いました。 

また、貧困の連鎖の防止ため、生活保護受給世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに

対する学習支援事業を実施しました。（ ※業務委託による実施:県南管内 ） 

・ 自立相談支援事業     年間相談等支援件数   ２８１件 

・ 子どもの学習支援事業 支援者数           ６名（小中高生） 

・ 一時生活支援事業      年間支援件数        ７件  

・ 住居確保給付金    年間支援件数        ３件 
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Ⅵ【誰もが安全で安心できる生活の確保】 
 

Ⅵ－１ 生活衛生関係営業施設の衛生水準の維持向上（衛生推進課） 

 
（１）生活衛生関係営業施設の衛生確保事業 

 

① 理容所・美容所・クリーニング所等営業施設の監視指導 

（根拠）興行場法、旅館業法、公衆浴場法、理容師法、美容師法、クリーニング業法、墓

地埋葬等に関する法律、温泉法他 

令和４年度監視指導計画に基づき立入検査を行い、衛生管理体制の向上や健康被害の

未然防止の観点から、営業者等に対し必要な指導助言等を行いました。 

（参照資料編 表 28） 

■市町村別生活衛生関係営業施設数           令和 5 年 3 月 31 日現在 

市 町 村 
旅  館  業 

興行場 

公衆浴場 

理容所 美容所 

クリーニング所 

合 計 
旅館・ホテル 簡易宿所 下宿 普通 その他 一般 取次所 

白 河 市 27 5   3   13 82 162 10 17 320 

西 郷 村 21 4       9 19 31 2 2 88 

泉 崎 村 3 1   1   1 6 8   1 21 

中 島 村   1       1 7 6 1 
 

16 

矢 吹 町 9 1 1 1   7 23 41 1 6 90 

小   計 60 12 1 5 0 31 137 248 14 26 534 

棚 倉 町 12 2   1   5 26 41 
 

7 94 

矢 祭 町 4 9       1 7 10 1 1 33 

塙   町 9 1       2 14 21 4 4 55 

鮫 川 村 1 12       2 6 4   1 26 

小   計 26 24 0 1 0 10 53 76 5 13 208 

合   計 86 36 1 6 0 41 190 324 19 39 742 

■生活衛生関係その他の施設                 令和 5 年 3 月 31 日現在 

市町村 火葬場 
墓地・

納骨堂 

特定建

築物 

建築物

環境衛

生登録

業 

コイ

ンラ

ンド

リー 

無店舗

取次店 

一般 

プール 

温  泉 

合 計 

源泉 
利用

施設 

白河市 注 26 4 19 1 7 7 3 67 

西郷村 
 

59 7 
 

3 
 

2 29 16 116 

泉崎村 
 

10 
 

1 
  

1 3 2 17 

中島村 
 

14 
  

2 
  

1 2 19 

矢吹町 1 49 6 
 

6 
 

1 8 9 80 

小 計 1 132 39 5 30 1 11 48 32 299 

棚倉町 1 92 4 
 

4 
 

1 2 3 107 

矢祭町 
 

69 1 
 

2 
 

1 3 2 78 

塙 町 
 

89 1 2 2 
 

1 10 5 110 

鮫川村 
 

49 
  

1 
 

1 5 2 58 

小 計 1 299 6 2 9 
 

4 20 12 353 

合 計 2 431 45 7 39 1 15 68 44 625 

注）平成 23 年 4 月１日より白河市に権限移譲 
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② 旅館及び公衆浴場浴槽水のレジオネラ属菌検査 

（根拠）レジオネラ属菌水質検査事業実施要領 

旅館及び公衆浴場の浴槽水等のレジオネラ属菌行政検査を実施し、関連設備の衛生管理

指導を行いました。 

レジオネラ属菌が検出された施設に対しては、直ちに立入検査を行うとともに、清掃及

び塩素消毒の徹底等について指導し、改善対策実施後の自主検査において基準値以下とな

ったことを確認しました。 

■レジオネラ属菌水質検査結果 

検査施設数 

(検体数) 

検査結果 備  考 

（基準値） 不検出 検 出 

2(10) 8 2 10CFU 未満/100ml  

 

③ 理容所・美容所における使用器具の ATP 検査 

（根拠）理美容所衛生確保対策事業実施要領 

皮膚に接する器具の清浄度の確認のため、ATP 測定器を用いて検査を実施し、その結果

に基づき適切な洗浄方法について指導、啓発を行いました。 

■ATP 検査結果（判断基準 良好≦500＜要注意） 

 

ふき取り方法 理 容 所 美 容 所 

検体数 良好 要注意 検体数 良好 要注意 

はさみ 刃の両面を拭き取り 5 5 0 11 9 2 

くし 両面全体を拭き取り 5 3 2 10 9 1 

カミソリ 刃の両面を拭き取り 5 5 0 2 1 1 

 

④ 業種別衛生講習会の開催 

理美容組合員を対象に、理美容所で使用する器具類の消毒方法を中心に講習を行いました。 

■衛生講習会実施状況 

区   分 主 催 者 回 数 受講者数（人） 

理容師衛生消毒講習会 理容組合白河支部 １ ２４ 

理容師衛生消毒講習会 理容組合矢吹支部 １ １１ 

理容師衛生消毒講習会 理容組合東白川支部 １ １７ 

美容師衛生消毒講習会 美容組合県南支部 １ ５０ 

計 ４ １０２ 

 

（２）その他の事業 

 

   ① 家庭用品安全対策試買検査 

（根拠）家庭用品試買検査実施要領 

乳幼児用衣服や繊維製品、家庭用洗浄剤等の家庭用品について試買検査を実施しました。

検査の結果、全て基準に適合していることを確認しました。 

■家庭用品安全対策試買検査状況 

 

ホルムアルデヒド 

（生後２４ヶ月以内の

乳幼児のもの） 

ホルムアルデヒド 

（生後２４ヶ月以内の

乳幼児のものを除く） 

水酸化カリウム

又は水酸化ナト

リウム 

計 

検体数 5 4 2 11 

不適数 0 0 0 0 
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② ねずみ・衛生害虫等の相談対応 

住民からの害虫等の同定、駆除等に関する相談に応じておりますが、令和４年度は相談 

がありませんでした。 

■ねずみ・衛生害虫の相談状況 

  ｱﾀﾏｼﾞﾗﾐ ハ チ ダ ニ その他 合 計 

苦情・相談数 0 0 0 0 0 

被害者数 0 0 0 0 0 

 

Ⅵ－２ 安全な水の安定的な供給（衛生推進課） 

 

（１）飲料水の安全確保事業 

 
① 水道施設への立入指導（書類検査及び現場検査） 

（根拠）水道法 

    水道施設等の維持管理状況を立入検査等で確認し、衛生指導を行いました。 

（参照資料編 表 29） 

令和３年度末現在の管内の水道普及率は 93.9％であり県平均 93.7％と同じ状況ですが、

ここ５年間での水道普及率は、ほぼ横ばい傾向です。 

安全な水の安定的供給に向けて、市町村等の水道施設整備が計画的かつ効率的に進めら

れるよう、水道事業者に対する指導助言を実施しました。 

■市町村別水道普及状況                      (R4.3.31 現在) 

市町村 
行政区域

内総人口 
給水人口 

水道普及 

率(％) 

 年度末水道普及率（％） 

R2 年度 R1 年度 H30 年度 H29 年度 

白河市 59,294 56,196 96.4 96.1 96.6 96.5 97.3 

西郷村 20,748 20,396 98.3 98.3 98.2 98.4 98.4 

泉崎村 6,096 5,232 85.8 85.2 84.7 84.9 84.4 

中島村 4,743 4,524 95.4 95.7 95.8 96.6 96.7 

矢吹町 17,068 15,926 93.3 93.3 93.3 94.2 93.9 

小 計 107,949 102,274 93.8 93.7 93.7 95.9 96.2 

棚倉町 12,945 12,779 98.7 98.0 98.0 97.9 97.8 

矢祭町 5,187 4,787 92.3 92.9 92.6 95.8 95.2 

塙 町 8,093 6,366 78.7 77.9 79.1 76.4 76.7 

鮫川村 2,901 1,573 54.2 53.4 53.5 54.5 54.3 

小 計 29,126 25,505 80.9 80.6 80.8 87.2 87.0 

合 計 137,075 127,779 93.9 93.6 93.9 93.9 94.1 

福島県 1,796,035 1,683,633 93.7 94.0 94.6 94.2 94.0 

 

② 水道施設の計画的な整備促進への支援 

    水道施設の整備及び更新について立入検査時に助言等を実施しました。 

水道施設整備国庫補助事業（生活基盤施設耐震化等交付金事業等）を行う町村に対して

は、執行状況の把握と指導を行いました。 

    事業実施町村  中島村、棚倉町、矢祭町、鮫川村  

 

③ 研修会の開催 
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    水道事業者等を対象に県主催で実施した水道技術力確保支援事業の研修会（6 回開催、

延べ 6 日間）に協力し、管内水道事業者へ技術情報等の提供を行い情報共有を図りました。 

 

④ 危機管理対策における水道事業間の連携の推進 

    水道施設等立入指導時に、水道事業体間の相互応援を含めた災害発生時等危機管理対策

の実施について指導助言を行いました。 

 

（２）飲用井戸等の衛生対策指導 

  （根拠）福島県飲用井戸等衛生対策要領 

飲用井戸等使用者に対して、飲料水の衛生確保を図るための管理について助言を行いまし

た。 

     相談件数 47 件 

 

（３）飲料水の放射性物質検査事業 

 

① 飲料水の放射性物質モニタリング検査事業 

水道水の放射性物質検査の支援を実施したほか、市町村を経由し飲用井戸の所有者から

依頼のあった飲用井戸水の放射性物質検査を行い、飲料水の安全確保に努めました。 

なお、これまでに基準値（10Bq/kg）を超過したものはありません。  

・実施件数  

水道水     441 件 

飲用井戸    1 件 

検査結果  すべて ND（検出限界 1Bq/kg） 

 

Ⅵ－３ 食品等の安全性の確保（衛生推進課） 

 

（１）食品の安全性の確保事業 
  （根拠）食品衛生法、食品表示法 

 

① 食品製造施設等の監視指導 

食品の製造加工、調理・販売施設など食品取扱施設に対する定期的な立入検査、夏期一

斉及び年末一斉立入検査を行い、衛生管理の徹底について指導しました。 

令和 4 年度における延べ監視指導件数は 1012 件で、そのうち営業許可施設の監視件数は

618 件、届出施設の監視件数は 394 件でした。 

  （参照資料編 表 30-1,30-2,31） 

 

② 食品表示の適正化に係る指導 

食品表示法に基づく食品表示基準について、食品関係営業者を対象とした食品表示講習

会を開催しました。また、その他の衛生講習会においても食品表示について見直しを行う

よう指導しています。 

■食品表示講習会の実施状況 

実施回数 受講者数 備 考 

２     １７  
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③ 食品の収去検査（食品の安全対策事業含む） 

違反又は不良食品の流通を防止するため、食品製造施設や販売施設等を対象とし食品等

の収去検査及び買上検査を行いました。令和４年度は、成分規格に合致しない等の不良検

体はありませんでした 

                             （参照資料編 表 32） 

■食品別収去検査状況 
食品種別 総検体数 検査項目 不良 

検体 細菌 残留 
農薬 

食品 
添加物 

残留動物 
医薬品 

その他 

魚介類 １     １  
冷凍食品 ３ ３      
魚介類加工品        
肉卵類・その加工品 ４ ３  ３ １   
乳・乳製品 ３ ２   １   

アイスクリーム類・氷菓 １ １    １  
穀類・その加工品 １１  １   １０  
野菜果物・その加工品 ８８  ７   ８１  
菓子類 ４     ４  
清涼飲料水 ３ ３    ３  
その他食品 ４   ２ １ １  

合 計 １２２ １２ ８ ５ ３ １０１ ０ 

■食品安全対策買上検査 

食品種別 買上検体数 検 査 目 的 

魚 介 類 １ 動物用医薬品 

合  計 １  

 

④ 食品衛生思想の普及啓発 

      食品関係営業者や集団給食施設従事者などを対象に、衛生管理意識の向上や食中毒防止 

   に関する衛生教育を行うとともに、食品営業者等からの依頼に対しては、講師を派遣して 

衛生講習会（出前講座）を実施し、食品衛生思想の普及啓発に努めました。 

衛生教育の実施状況は、講習会を 22 回開催し、受講者は 670 名でした。このうち出前講

座は 5 回、受講者は 164 名でした。 

また、毎年８月に実施していた食品衛生街頭キャンペーンは、新型コロナウイルス感染症の

影響で見送られましたが、消費者の食品衛生に対する意識向上のため、８月の食品衛生月間に

あわせ管内市町村に対し食中毒予防記事の掲載を依頼し、1 市 1 町 4 村で掲載いただきました。 

■衛生教育講習実施状況  単位：回又は人 

区       分 実施回数 受講者数 

食品関係営業者等講習会 １６ ４７０ 

食品表示講習会 ２ １７ 

食品衛生責任者養成講習会 ４ １８３ 

集団給食施設関係者講習会（中止）   

計 ２２ ６７０ 

■出前講座（再掲・食品表示講習を含む） 

区       分 実施回数 受講者数 

食品関係営業者等 ５ １６４ 

計 ５ １６４ 

 

⑤ 食中毒の発生状況 
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令和４年度は管内において３件の食中毒が発生し、計３名の患者が確認されました。 

なお、原因はアニサキス２件、植物性自然毒（キノコ（種類不明））１件でした。 

アニサキスの事案では、生食用鮮魚介類の加工・販売業者に対し、食中毒予防について

啓発と指導を行いました。 

植物性自然毒（キノコ）の事案では、「知らないキノコはとらない、食べない、人にあ

げない。」の周知を行いました。 

■管内の食中毒の発生件数 

 

 

 

 

 

（２）HACCPによる衛生管理の導入推進（再掲） 

食品事業者に対し、国際標準の食品衛生管理手法であるＨＡＣＣＰによる衛生管理に 

放射性物質対策を加えた本県独自の「ふくしま食品衛生管理モデル」（通称：ふくしま 

ＨＡＣＣＰ）の導入を推進しました。 

 

①  ＨＡＣＣＰ導入のための業種別手引きの配布説明 

ＨＡＣＣＰ導入普及のための支援マニュアル「ふくしまＨＡＣＣＰ導入手引き書」を施

設の営業形態や食品の種類ごとに、管内の対象施設に配付及び説明を行いました。 

 

② 手引き書等を用いた研修会等の開催 

    食品事業者等を対象とする講習会において、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化につ

いて説明しました。 

■ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化について説明した衛生講習会 

区       分 実施回数 受講者数 

食品関係営業者等講習会 １１ ２６８ 

食品衛生責任者養成講習会 ４ １８３ 

計 １５ ４５１ 

 

③ 食品事業者の衛生管理計画への指導・助言 

    県が開発したスマートフォン用アプリを活用した「ふくしまＨＡＣＣＰ導入支援研修会」

は、新型コロナウイルス感染症の影響で開催できなかったため、個別相談や施設調査の機

会等に必要に応じて衛生管理計画への指導助言を行うことにより、ＨＡＣＣＰ導入の促進

を図りました。 

  

（３）食品の放射性物質検査事業 

県内産農林水産物等を原材料とする加工食品等の放射性物質検査を行い、基準値を超え

る食品の流通防止を図るとともに、食品の安全確保に努めました。 

なお、令和４年度において、基準値を超過したものはありません。 

      実施期間：令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 

       実 施 数：115 検体 

      基準値超過数：0 検体 

 

病因物質 発生件数 患者数 

キノコ（種類不明） １ １ 

アニサキス ２ ２ 

計    ３    ３ 
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Ⅵ－４ 健康危機管理体制の強化（医療薬事課） 

 
（１）健康危機管理体制整備事業（医療薬事課） 

・災害時医薬品等の備蓄 

県では災害発生時に必要とされる医薬品等の品目を定め、福島県医薬品卸組合に委託し、

災害時医薬品の備蓄を行っています。備蓄する営業所は二次医療圏毎に県が福島県医薬品

卸組合と協議して指定する営業所であり、県南管内の卸売販売業の営業所も１カ所指定を

受けています。 

なお、令和５年３月１４日に医薬品卸売販売業者の調査を実施し、適切に災害時医薬品

が備蓄されていることを確認しました。 

 

Ⅵ－５ 災害時の保健医療福祉体制の強化（総務企画課） 

 
（１）避難行動要支援者の個別避難計画策定等支援 

 
  ① 福祉避難所指定状況・個別避難計画策定状況 

市町村 福祉避難所指定状況 個別避難計画策定状況 

白河市 ７箇所 一部策定済 

西郷村 １７箇所 未策定 

泉崎村 ２箇所 未策定 

中島村 ２箇所 未策定 

矢吹町 ３箇所 未策定 

棚倉町 ２箇所 一部策定済 

矢祭町 １箇所 未策定 

塙  町 ２箇所 一部策定済 

鮫川村 ４箇所 一部策定済 

※ 福島県保健福祉部「福祉避難所の指定状況調査結果（R4 年 3 月末現在）」 

※ 総務省消防庁「個別避難計画の作成等に係る取組状況調査結果」（令和 5 年 1 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































































所 在 地 

 
○県南保健福祉事務所 
〒961-0074  福島県白河市郭内１２７番地 
 
電話 市外局番（0248) 

健康福祉部 生活衛生部 総務企画部 

◇保健福祉課 
22-5478（高齢福祉担当）
22-5647（児童福祉担当）
22-5647（母子保健担当）
22-5649（障がい福祉担当） 

 
◇生活保護課 
 22-5483（生活保護担当）  

 
◇健康増進課 

22-5443（健康づくり担当） 
  
FAX：22-5451 

◇医療薬事課  
22-5479（医事薬事担当） 
22-6405（感染症担当） 

 
◇衛生推進課  

22-5486（環境衛生担当） 
22-5487（食品衛生担当） 
 

FAX：23-1252 

◇総務企画課 
 22-5441,5447 
（総務・企画担当） 
 
FAX：22-5451 

ホームページアドレス 
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21130a/ 

 
○東白川福祉相談コーナー 
〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字関口字上志宝５０番地１ 

福島県棚倉合同庁舎内 
電話・FAX（0247)33-2225 

 
 

○県中児童相談所白河相談室（県南保健福祉事務所内） 
電話：（0248）22-5648、21-8119  FAX：（0248）22-5451 

 

 
 


